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調査概要 

 

調査概要 
 

１ 調査の目的 

近年、働き方改革関連法の施行や健康経営® の推進など、企業を取り巻く環境は大きく変化し

ている。2024 年に策定された「第 4次静岡県健康増進計画」においても、事業所における健康づ

くりの推進が重要な課題として掲げられている。この計画を実現するためには、従業員数 50 人

未満の事業所の健診（検診）の状況や健康管理に関する課題等の現状を把握し、適切な支援策を

検討することが必要不可欠である。本研究では、静岡県内の中小企業の事業所における健康づく

りに関する取り組み状況を明らかにし、他の健康課題支援策に資する知見を整理することを目的

とする。 

 
２ 調査方法 

【事業所郵送調査】 
（１）調査対象：静岡県富士市および富士宮市に所在する従業員数 50 人未満の事業所 

（２）調査方法：郵送配布－郵送、ＷＥＢ回収 

（３）調査期間：令和７年２月26日～３月17日 

 

【従業者モニター調査】 
（１）調査対象：静岡県内の従業員数 50 人未満の事業所に勤務する調査モニター 

（２）調査方法：インターネット調査 

（３）調査期間：令和７年３月12日～３月17日 

 
３ 回収状況 

【事業所郵送調査】 
 発送数：3,000 件 （うち 203 件 宛先不明で返戻） 

 有効回収数：537件 （同意の得られた回答数） 

 有効回収率：17.9％ 

 実質有効回収率：19.2％ （発送数から返戻数を引いた場合の回収率） 

 

【従業者モニター調査】 
 有効回収数：400件 

 
４ 報告書を読む際の留意点 

（１）比率はすべて百分率で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しています。そのために、

比率の合計が100％にならないことがあります。 

（２）複数回答が可能な設問については、比率の合計が100％を超えることがあります。 

（３）本文中の設問の選択肢については、長い文は簡略化した箇所があります。 
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回答者属性【事業所郵送調査】 

 

回答者属性 
【事業所郵送調査】 

問１ 所在地 

 全体 富士宮市 富士市 無回答 

回答数 537 180 354 3 

割合 100.0 33.5 65.9 0.6 

 
問２ 業種 

 回答数 割合 

全体 537 100.0 

農業、林業 7 1.3 

漁業      -      - 

鉱業、採石業、砂利採取業 1 0.2 

建設業 81 15.1 

製造業 71 13.2 

電気・ガス・熱供給・水道業 12 2.2 

情報通信業 3 0.6 

運輸業、郵便業 16 3.0 

卸売業、小売業 75 14.0 

金融業、保険業 22 4.1 

不動産業、物品賃貸業 9 1.7 

学術研究、専門・技術サービス業 15 2.8 

宿泊業、飲食サービス業 36 6.7 

生活関連サービス業、娯楽業 10 1.9 

教育、学習支援業 14 2.6 

医療、福祉 75 14.0 

複合サービス事業 6 1.1 

サービス業（上記１～17に分類されないもの） 73 13.6 

公務 7 1.3 

無回答 4 0.7 
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回答者属性【事業所郵送調査】 

 

問３ 労働者数 

（１）常時労働者 

①男性 39 歳以下 

 全体 ０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上 無回答 

回答数 537 317 96 40 42 27 12 3 

割合 100.0 59.0 17.9 7.4 7.8 5.0 2.2 0.6 

②男性 40～59 歳 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                              11人以上                                              無回答 

回答数 537 211 133 66 49 51 24 3 

割合 100.0 39.3 24.8 12.3 9.1 9.5 4.5 0.6 

③男性 60 歳以上 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                              11人以上                                          無回答 

回答数 537 278 153 43 37 18 5 3 

割合 100.0 51.8 28.5 8.0 6.9 3.4 0.9 0.6 

④女性 39 歳以下 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                              11人以上                                              無回答 

回答数 537 343 79 37 40 26 9 3 

割合 100.0 63.9 14.7 6.9 7.4 4.8 1.7 0.6 

⑤女性 40～59 歳 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                         11人以上                                              無回答 

回答数 537 209 160 47 69 34 15 3 

割合 100.0 38.9 29.8 8.8 12.8 6.3 2.8 0.6 

⑥女性 60 歳以上 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                              11人以上                                              無回答 

回答数 537 288 167 46 23 8 2 3 

割合 100.0 53.6 31.1 8.6 4.3 1.5 0.4 0.6 

⑦合計 

 全体 ０人                                          １～４人                                              ５～９人                                              10～19人                                              20～29人                                              30〜39人 40～49人                                              50人以上                                              無回答 

回答数 537 18 247 136 75 34 14 4 6 3 

割合 100.0 3.4 46.0 25.3 14.0 6.3 2.6 0.7 1.1 0.6 

 
（２）短時間労働者 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２人                                                  ３～４人                                              ５～10人                                              11人以上                                              無回答 

回答数 537 277 84 55 47 42 29 3 

割合 100.0 51.6 15.6 10.2 8.8 7.8 5.4 0.6 

 
（３）派遣労働者 

 全体 ０人                                                  １人                                                  ２～10人                                              11人以上                                              無回答 

回答数 537 495 18 13 7 4 

割合 100.0 92.2 3.4 2.4 1.3 0.7 
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回答者属性【従業者モニター調査】 

 

【従業者モニター調査】 

グループ 

 全体 富士圏域 その他の市町 

回答数 400 132 268 

割合 100.0 33.0 67.0 

 
問１ 性別 

 全体 男性 女性 

回答数 400 257 143 

割合 100.0 64.3 35.8 

 
問２ 年齢 

 
全体 

１５歳

未満                        

１５～

１９歳                      

２０～

２９歳                      

３０～

３９歳                      

４０～

４９歳                      

５０～

５９歳                      

６０～

６９歳                      

７０歳

以上                        

回答数 400      -      - 12 48 86 158 96      - 

割合 100.0      -      - 3.0 12.0 21.5 39.5 24.0      - 

 
問３ 居住地域（都道府県） 

 回答数 割合 

全体 400 100.0 

北海道                            1 0.3 

青森県                            1 0.3 

山形県                            1 0.3 

栃木県                            1 0.3 

千葉県                            1 0.3 

東京都                            4 1.0 

神奈川県                          6 1.5 

静岡県                            381 95.3 

愛知県                            3 0.8 

三重県                            1 0.3 

※回答のない都道府県は省略 
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回答者属性【従業者モニター調査】 

 

問３ 居住地域（市町） 

 回答数 割合 

全体 400 100 

浜松市                            82 20.5 

磐田市                            9 2.3 

掛川市                            7 1.8 

袋井市                            6 1.5 

湖西市                            6 1.5 

御前崎市                          1 0.3 

菊川市                            1 0.3 

森町                              1 0.3 

静岡市                            50 12.5 

島田市                            8 2.0 

焼津市                            10 2.5 

藤枝市                            14 3.5 

牧之原市                          3 0.8 

吉田町                            3 0.8 

川根本町                               - - 

沼津市                            20 5.0 

熱海市                            2 0.5 

三島市                            6 1.5 

富士宮市                          35 8.8 

富士市                            76 19.0 

裾野市                            4 1.0 

御殿場市                          4 1.0 

伊東市                            6 1.5 

伊豆市                                 - - 

伊豆の国市                        4 1.0 

函南町                            2 0.5 

清水町                            5 1.3 

長泉町                            8 2.0 

小山町                            1 0.3 

下田市                            2 0.5 

東伊豆町                               - - 

河津町                            1 0.3 

南伊豆町                          2 0.5 

松崎町                            2 0.5 

西伊豆町                               - - 

静岡県外 19 4.8 
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回答者属性【従業者モニター調査】 

 

問３ 勤務先の所在地 

 回答数 割合 

全体 400 100.0 

浜松市                            86 21.5 

磐田市                            6 1.5 

掛川市                            7 1.8 

袋井市                            7 1.8 

湖西市                            6 1.5 

御前崎市                          1 0.3 

菊川市                            1 0.3 

森町                                   -      - 

静岡市                            48 12.0 

島田市                            6 1.5 

焼津市                            12 3.0 

藤枝市                            18 4.5 

牧之原市                          3 0.8 

吉田町                            2 0.5 

川根本町                          1 0.3 

沼津市                            19 4.8 

熱海市                            4 1.0 

三島市                            7 1.8 

富士宮市                          41 10.3 

富士市                            91 22.8 

裾野市                            4 1.0 

御殿場市                          5 1.3 

伊東市                            6 1.5 

伊豆市                                 -      - 

伊豆の国市                        5 1.3 

函南町                            1 0.3 

清水町                            4 1.0 

長泉町                            2 0.5 

小山町                                 -      - 

下田市                            3 0.8 

東伊豆町                               -      - 

河津町                            1 0.3 

南伊豆町                          1 0.3 

松崎町                            2 0.5 

西伊豆町                               -      - 

その他                                 -      - 

現在は働いていない                     -      - 
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回答者属性【従業者モニター調査】 

 

問４ 業種 

 回答数 割合 

全体 400 100.0 

農業、林業 7 1.8 

漁業 2 0.5 

鉱業、採石業、砂利採取業      -      - 

建設業 19 4.8 

製造業 76 19.0 

電気・ガス・熱供給・水道業 8 2.0 

情報通信業 16 4.0 

運輸業、郵便業 24 6.0 

卸売業、小売業 54 13.5 

金融業、保険業 8 2.0 

不動産業、物品賃貸業 8 2.0 

学術研究、専門・技術サービス業 14 3.5 

宿泊業、飲食サービス業 19 4.8 

生活関連サービス業、娯楽業 18 4.5 

教育、学習支援業 20 5.0 

医療、福祉 41 10.3 

複合サービス事業 8 2.0 

サービス業（上記１～17に分類されないもの） 49 12.3 

公務 9 2.3 

 
問５ 就業形態（雇用形態） 

 
全体 

常時使用される

労働者 
短時間労働者 派遣労働者 その他 

回答数 400 236 110 5 49 

割合 100.0 59.0 27.5 1.3 12.3 

 
問６ 勤務形態 

 

全体 

日勤のみの勤務

（深夜業を含む 

交代制勤務なし） 

深夜業を含む 

２交代制 

深夜業を含む 

３交代制 
深夜業のみの勤務 

回答数 400 360 12 15 13 

割合 100.0 90.0 3.0 3.8 3.3 

 
問７ 勤務先の常時労働者数 

 全体 ４人以下 ５～９人 １０～４９人 ５０人以上 

回答数 400 101 85 214      - 

割合 100.0 25.3 21.3 53.5      - 
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

調査結果 
【事業所郵送調査】 

問４ 貴事業所の勤務形態は、深夜業を含む交代制の勤務がありますか。該当する番号をすべて選

んで○をつけてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務形態は、「日勤のみ（深夜業を含む交代制勤務なし）」92.7％が最も多く、以下「深夜業を含

む２交代制」3.4％、「深夜業を含む３交代制」2.8％、「深夜業のみ」2.0％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問５ 貴事業所が加入している公的医療保険（健康保険）について、該当する番号を１つ選んで○

をつけてください。企業が設立する健康保険組合の場合は、保険者名を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入している公的医療保険（健康保険）については、「雇用主も含め、加入対象の従業者全員が全

国健康保険協会（協会けんぽ）」54.7％が最も多く、以下「雇用主も含め、加入対象の従業者全員が

国民健康保険」19.2％、「雇用主も含め、加入対象の従業者全員が健康保険組合」10.1％となってい

る。 

所在地別にみると、富士市で「雇用主も含め、加入対象の従業者全員が全国健康保険協会（協会

けんぽ）」が富士宮市よりも高くなっている。  

92.7

3.4

2.8

2.0

1.7

91.1

3.3

2.2

1.1

3.9

93.5

3.4

3.1

2.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日勤のみ（深夜業を含む交代制勤務なし）

深夜業を含む２交代制

深夜業を含む３交代制

深夜業のみ

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

54.7

48.3

57.6

10.1

8.3

11.0

4.3

6.1

3.4

19.2

23.3

17.2

5.6

6.1

5.4

3.7

4.4

3.4

2.4

3.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

雇用主も含め、加入対象の従業者全員が全国健康保険協会（協会けんぽ）

雇用主も含め、加入対象の従業者全員が健康保険組合

雇用主も含め、加入対象の従業者全員が共済組合

雇用主も含め、加入対象の従業者全員が国民健康保険

雇用主は国民健康保険、加入対象の従業者は全国健康保険協会（協会けんぽ）

その他

無回答
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問６ 貴事業所では健康管理を担当する人を決めていますか。該当する番号を１つ選んで○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康管理を担当する人を決めているかは、「決めている」50.1％が最も多く、以下「決めていない」

47.9％、「その他」0.9％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「決めている」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

問７ 貴事業所では、常時使用する労働者に対して、この１年間（令和６年２月１日から令和７年

１月 31 日まで）に「定期健康診断」を実施しましたか。実施状況について、該当する番号を１

つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常時労働者に対して、この１年間に「定期健康診断」を実施したかは、「対象者全員に実施（全員

が受診している）」70.9％が最も多く、以下「対象者はいるが、実施していない」11.5％、「対象者

の一部の従業者を実施（一部未受診者がいる）」9.5％、「対象者はいない」6.7％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「対象者全員に実施（全員が受診している）」が富士宮市よりやや高

くなっている。 

  

50.1

46.1

52.0

47.9

51.1

46.3

0.9

0.6

1.1

1.1

2.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

決めている 決めていない その他 無回答

70.9

68.3

72.9

9.5

8.9

9.6

11.5

13.9

9.9

6.7

6.1

7.1

1.3

2.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

対象者全員に実施（全員が受診している）

対象者の一部の従業者を実施（一部未受診者がいる）

対象者はいるが、実施していない

対象者はいない

無回答
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 7-1（問７で「２．対象者の一部の従業者を実施（一部未受診者がいる）」と回答した事業所の方

が回答ください） 

貴事業所での常時使用する労働者に対する「定期健康診断」の未受診者へ受診の周知や指

導をしていますか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常時労働者に対する「定期健康診断」の未受診者へ受診の周知や指導をしているかは、「受診の周

知や指導をして、その後の受診状況も把握している」35.3％が最も多く、以下「受診の周知や指導

をしたが、その後の受診状況は把握していない」23.5％、「受診の周知や指導はしていないが、その

後の受診状況は把握している」15.7％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「受診の周知や指導はしていないが、その後の受診状況は把握して

いる」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

問 7-2（問７で「２．対象者の一部の従業者を実施（一部未受診がいる）」と回答した事業所の方が

回答ください） 

貴事業所の常時使用する労働者の「定期健康診断」の受診率を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の受診率では、「50－59％」21.6％が最も多く、以下「80－89％」15.7％、「70

－79％」11.8％、「60－69％」「90－99％」9.8％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「80-89％」、富士市で「50-59％」が最も高くなっている。 

  

35.3

37.5

35.3

23.5

25.0

23.5

15.7

12.5

17.6

9.8

12.5

8.8

9.8

12.5

8.8

5.9

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=51)

富士宮市(n=16)

富士市(n=34)

受診の周知や指導をして、その後の受診状況も把握している

受診の周知や指導をしたが、その後の受診状況は把握していない

受診の周知や指導はしていないが、その後の受診状況は把握している

受診の周知や指導もその後の受診状況の把握もしていない

未受診者はすべて受診不要の方である

無回答

2.0
0.0

2.0

5.9
3.9

21.6

9.8
11.8

15.7

9.8

17.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18.8

6.3

12.5

25.0

18.8 18.8

2.9

0.0

2.9

8.8

5.9

20.6

11.8 11.8 11.8

5.9

17.6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ 無回答

全体(n=51) 富士宮市(n=16) 富士市(n=34)

10



調査結果【事業所郵送調査】 

 

問８ 貴事業所が実施した従業者の「定期健康診断」の結果を保存していますか。該当する番号を

１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の結果の保存状況は、「保存している」63.7％が最も多く、以下「保存していな

い」20.3％、「わからない」9.9％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 8-1（問８で「２.保存していない」と回答した事業所の方がお答えください） 

貴事業所で、従業者の「定期健康診断」の結果を保存していない理由は何ですか。該当す

る番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の結果を保存していない理由は、「個人情報だから保存したくない」45.0％が最

も多く、以下「医療機関から届いた結果を従業者に渡したため、事業所では保存できなかった」

41.3％、「その他（上記１～３の選択肢以外の理由）」23.9％、「定期健康診断を依頼した医療機関か

ら結果が提供されなかった」4.6％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「個人情報だから保存したくない」「医療機関から届いた結果を従業

者に渡したため、事業所では保存できなかった」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

  

63.7

63.9

63.6

20.3

17.8

21.8

9.9

8.3

10.5

6.1

10.0

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

保存している 保存していない わからない 無回答

45.0

41.3

4.6

23.9

0.9

34.4

37.5

6.3

31.3

0.0

49.4

42.9

3.9

20.8

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

個人情報だから保存したくない

医療機関から届いた結果を従業者に渡したため、

事業所では保存できなかった

定期健康診断を依頼した医療機関

から結果が提供されなかった

その他（上記１～３の選択肢以外の理由）

無回答

全体(n=109)

富士宮市(n=32)

富士市(n=77)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問９ 貴事業所での「定期健康診断」を実施後、検査結果に所見がある(要精密検査、要治療等)と

された従業者を把握していますか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」を実施後、検査結果に所見があるとされた従業者の把握状況は、「所見の有無

と、所見のあった項目も把握している」40.8％が最も多く、以下「所見の有無のみ把握している」

26.8％、「把握していない」23.3％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 9-1（問９で「１．所見の有無のみ把握している」、「２．所見の有無と、所見のあった項目も把

握している」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所での「定期健康診断」の結果に所見があった従業者について、医師等から意見聴取

を行っていますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の結果に所見があった従業者について、医師等からの意見聴取状況は、「医師等

の意見聴取は実施していない」45.5％が最も多く、以下「定期健康診断を依頼した医療機関の医師

等から意見聴取を実施している」20.9％、「産業医から意見聴取を実施している」8.0％、「地域産業

保健センターに相談し、医師等からの意見聴取を実施している」6.6％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「定期健康診断を依頼した医療機関の医師等から意見聴取を実施

している」、富士市で「医師等の意見聴取は実施していない」が高くなっている。 

  

26.8

25.0

27.7

40.8

40.0

41.2

23.3

21.1

24.3

9.1

13.9

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

所見の有無のみ把握している

所見の有無と、所見のあった項目も把握している

把握していない

無回答

45.5

20.9

8.0

6.6

6.1

13.5

36.8

29.1

5.1

9.4

3.4

17.1

49.6

17.2

9.4

5.3

7.4

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師等の意見聴取は実施していない

定期健康診断を依頼した医療機関の医師等から意見聴取を

実施している

産業医から意見聴取を実施している

地域産業保健センターに相談し、医師等からの意見聴取を

実施している

上記以外の方法で意見聴取を実施している

無回答

全体(n=363)

富士宮市(n=117)

富士市(n=244)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 9-2（問９で「１．所見の有無のみ把握している」、「２．所見の有無と、所見のあった項目も把

握している」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所での「定期健康診断」の結果に所見がある等、健康の保持に努める必要がある従業

者に対して、保健指導を実施していますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の結果に所見がある等、健康の保持に努める必要がある従業者に対して、保健

指導の実施状況は、「保健指導は実施していない」38.6％が最も多く、以下「医師や保健師等による

保健指導を実施している」26.4％、「貴事業所が加入する公的医療保険（健康保険）が実施する保健

指導（40～74 歳の方を対象とした特定保健指導）を紹介している」12.4％、「上記以外の方法で実

施している」6.9％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「医師や保健師等による保健指導を実施している」が富士宮市より

も高くなっている。 

 

  

38.6

26.4

12.4

5.2

1.9

6.9

12.1

35.0

22.2

13.7

6.0

2.6

8.5

14.5

39.8

28.7

11.9

4.9

1.6

6.1

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健指導は実施していない

医師や保健師等による保健指導を実施している

貴事業所が加入する公的医療保険（健康保険）が実施する保健指

導（40～74歳の方を対象とした特定保健指導）を紹介している

従業者の居住市が実施している健康相談・栄養相談や保健指導等

の利用を促している（主に39歳以下の方が対象）

地域産業保健センターの保健師の事業所訪問を依頼し、実施して

いる

上記以外の方法で実施している

無回答

全体(n=363)

富士宮市(n=117)

富士市(n=244)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 10 貴事業所で「定期健康診断」を実施する上でどのようなことが問題になりますか。該当する

番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」を実施する上での問題は、「特にない」46.6％が最も多く、以下「定期健康診断

を実施する時間がとれない（とりにくい）」21.0％、「定期健康診断に要する費用が高額である」

18.6％、「従業者自身が定期健康診断を受けたがらない」6.9％、「有所見の従業者への医療機関等へ

の受診をすすめにくい」6.3％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「定期健康診断を実施する時間がとれない（とりにくい）」が富士宮

市よりも高くなっている。 

 

  

21.0

18.6

6.9

6.3

5.6

4.1

3.5

3.0

2.0

46.6

3.2

6.1

16.1

20.0

5.6

7.8

6.1

5.0

3.3

2.8

1.1

43.9

3.3

9.4

23.2

17.8

7.3

5.6

5.4

3.7

3.7

3.1

2.5

48.3

2.8

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期健康診断を実施する時間がとれない（とりにくい）

定期健康診断に要する費用が高額である

従業者自身が定期健康診断を受けたがらない

有所見の従業者への医療機関等への受診をすすめにくい

定期健康診断を実施する適当な健康診断実施機関がない

（見つけにくい）

定期健康診断に関する事務が煩雑である

定期健康診断を実施する必要があることを知らなかった

定期健康診断結果の有所見の従業者が把握できない

定期健康診断未受診の従業者への受診の周知や指導がしに

くい

特にない

その他（上記以外の問題）

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 11 貴事業所で実施する「定期健康診断」の受診にあたり、従業者に対して配慮していることは

ありますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

（事業所が所属する健康保険組合等で行っている場合も含めてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期健康診断」の受診にあたり、従業者に対して配慮していることは、「特にない」40.6％が最

も多く、以下「定期健康診断の受診にあたり金銭的補助がある」27.0％、「定期健康診断の受診の際

は職務免除休暇としている」22.2％、「定期健康診断の受診の際は有休休暇が取りやすい」12.1％と

なっている。 

所在地別でみると、富士市で「定期健康診断の受診にあたり金銭的補助がある」が富士宮市より

もやや高くなっている。 

 

問 12 貴事業所で、この１年間（令和６年２月１日から令和７年１月 31 日まで）に「がん検診」

（事業所が費用を負担して実施する検診）を実施しましたか。該当する番号を１つ選んで○を

つけてください。 

（事業所が所属する健康保険組合等で行っている場合も含めてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に「がん検診」（事業所が費用を負担して実施する検診）を実施したかは、「実施して

いない」70.8％、「実施した」27.4％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

  

27.4

26.7

27.7

70.8

71.1

70.6

1.9

2.2

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

実施した 実施していない 無回答

27.0

22.2

12.1

0.0

40.6

5.2

5.8

23.9

22.8

15.0

0.0

40.0

3.3

9.4

28.5

22.0

10.2

0.0

41.0

6.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期健康診断の受診にあたり金銭的補助がある

定期健康診断の受診の際は職務免除休暇としている

定期健康診断の受診の際は有休休暇が取りやすい

定期健康診断の受診者にインセンティブ（褒賞など）がある

特にない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 12-1（問 12で「１．実施した」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所で実施した「がん検診」の種類を教えてください。該当する番号をすべて選んで

○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した「がん検診」の種類は、「胃がん検診」82.3％が最も多く、以下「大腸がん検診」76.9％、

「肺がん検診」67.3％、「子宮頸がん検診」49.0％、「乳がん検診」48.3％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「肺がん検診」、富士市で「子宮頸がん検診」「乳がん検診」が高

くなっている。 

 

問 12-2（問 12で「１．実施した」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所で実施した「がん検診」の実施後、検査結果に所見がある（要精密検査、要治療

等）とされた従業者を把握していますか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん検診」の実施後、検査結果に所見があるとされた従業者を把握しているかは、「所見があっ

た従業者全員を把握している」65.3％が最も多く、以下「所見の有無を把握していない」17.0％、

「所見があった一部の従業者のみ把握している」8.8％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「所見があった従業者全員を把握している」が富士市よりも高く

なっている。 

  

65.3

70.8

63.3

8.8

2.1

11.2

17.0

14.6

18.4

8.8

12.5

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=147)

富士宮市(n=48)

富士市(n=98)

所見があった従業者全員を把握している

所見があった一部の従業者のみ把握している

所見の有無を把握していない

無回答

82.3

76.9

67.3

49.0

48.3

5.4

0.0

83.3

79.2

72.9

39.6

39.6

4.2

0.0

81.6

76.5

65.3

54.1

53.1

6.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

その他のがん検診

無回答

全体(n=147)

富士宮市(n=48)

富士市(n=98)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 12-3（問 12-2 で「１．所見があった従業者全員を把握している」、「２．所見があった一部の従

業者のみ把握している」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所で実施した「がん検診」の結果に所見があった従業者に医療機関を受診するよう

に声を掛ける等の指導（受診勧奨）を実施しましたか。該当する番号を１つ選んで○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん検診」の結果に所見があった従業者に医療機関を受診するように指導（受診勧奨）を実施

したかは、「有所見の従業者全員へ医療機関の受診勧奨をした」68.8％が最も多く、以下「全員では

ないが有所見の従業者へ医療機関の受診勧奨をした」14.7％、「医療機関の受診勧奨はしていない」

9.2％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「有所見の従業者全員へ医療機関の受診勧奨をした」が富士市よ

りも高くなっている。 

問 12-4（問 12-2 で「１．所見があった従業者全員を把握している」、「２．所見があった一部の従

業者のみ把握している」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所で実施した「がん検診」の結果に所見があった従業者の医療機関の受診状況を把

握していますか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん検診」の結果に所見があった従業者の医療機関の受診状況を把握しているかは、「所見が

あった従業者全員の医療機関の受診状況を把握している」58.7％が最も多く、以下「所見があった

一部の従業者の医療機関の受診状況は把握している」18.3％、「医療機関の受診状況は把握してい

ない」13.8％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「所見があった従業者全員の医療機関の受診状況を把握している」

が富士市よりも高くなっている。  

68.8

82.9

63.0

14.7

8.6

16.4

9.2

5.7

11.0

7.3

2.9

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=109)

富士宮市(n=35)

富士市(n=73)

有所見の従業者全員へ医療機関の受診勧奨をした

全員ではないが有所見の従業者へ医療機関の受診勧奨をした

医療機関の受診勧奨はしていない

無回答

58.7

71.4

52.1

18.3

8.6

23.3

13.8

14.3

13.7

9.2

5.7

11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=109)

富士宮市(n=35)

富士市(n=73)

所見があった従業者全員の医療機関の受診状況を把握している

所見があった一部の従業者の医療機関の受診状況は把握している

医療機関の受診状況は把握していない

無回答
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 12-5（問 12で「２．実施していない」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所以外で実施している「がん検診」の受診について従業者に受診の周知や案内をし

ていますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん検診」の受診について従業者に受診の周知や案内をしているかは、「案内していない」

40.8％が最も多く、以下「市町村が実施するがん検診」32.1％、「医療機関や健診（検診）センター

で実施しているがん検診や人間ドック」20.0％、「わからない」12.4％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 13 貴事業所で実施する「がん検診」、または、貴事業所以外で実施する「がん検診」の受診に

あたり、従業者に対して配慮していることはありますか。該当する番号をすべて選んで○をつ

けてください。 

（事業所が所属する健康保険組合等で行っている場合も含めてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん検診」の受診にあたり、従業者に対して配慮していることは、「特にない」57.4％が最も多

く、以下「がん検診の受診の際は有休休暇が取りやすい」16.0％、「がん検診の受診の際は職務免除

休暇としている」14.7％、「がん検診の受診にあたり金銭的補助がある」12.8％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「がん検診の受診にあたり金銭的補助がある」が富士宮市よりも高

くなっている。 

  

32.1

20.0

40.8

12.4

2.6

32.8

21.1

42.2

11.7

2.3

31.6

19.6

40.0

12.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村が実施するがん検診

医療機関や健診（検診）センターで実施している

がん検診や人間ドック

案内していない

わからない

無回答

全体(n=380)

富士宮市(n=128)

富士市(n=250)

16.0

14.7

12.8

0.0

1.7

57.4

6.0

18.3

15.6

9.4

0.0

2.8

55.0

7.2

14.7

14.4

14.7

0.0

1.1

58.5

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

がん検診の受診の際は有休休暇が取りやすい

がん検診の受診の際は職務免除休暇としている

がん検診の受診にあたり金銭的補助がある

がん検診の受診者にインセンティブ（褒賞など）がある

その他

特にない

無回答
全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 14 貴事業所で、この１年間（令和６年２月１日から令和７年１月 31 日まで）に以下のＡから

Ｃの検診を実施しましたか。それぞれ該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

（事業所が所属する健康保険組合等で行っている場合も含めてください） 

【Ａ 歯周疾患検診】 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ 骨粗鬆症検診】 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｃ 肝炎ウイルス検診】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実施した」の割合は、【Ａ 歯周疾患検診】が 6.1％、【Ｂ 骨粗鬆症検診】が 4.5％、【Ｃ 肝

炎ウイルス検診】が 7.1％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

  

6.1

6.1

6.2

88.3

87.8

88.4

5.6

6.1

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

実施した 実施していない 無回答

4.5

5.0

4.2

90.3

89.4

90.7

5.2

5.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

実施した 実施していない 無回答

7.1

5.6

7.9

87.7

88.9

87.0

5.2

5.6

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

実施した 実施していない 無回答
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 14-1（問 14の項目で１つでも「２．実施していない」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所以外で実施している以下の検診の受診について従業者に受診の周知や案内をしてい

ますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

【Ａ 歯周疾患検診】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ 骨粗鬆症検診】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｃ 肝炎ウイルス検診】 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所以外で実施している検診の受診の周知や案内はどの検診も「案内していない」が最も多く、

【Ａ 歯周疾患検診】62.3％、【Ｂ 骨粗鬆症検診】62.1％、【Ｃ 肝炎ウイルス検診】59.7％とな

っている。 

所在地別でみると、【Ａ 歯周疾患検診】【Ｂ 骨粗鬆症検診】は富士市で「案内していない」が

富士宮市よりも高くなっている。【Ｃ 肝炎ウイルス検診】は富士市で「案内していない」が富士宮

市よりもやや高くなっている。 

  

7.1

3.6

62.3

14.3

16.3

7.3

5.6

57.0

17.9

17.9

7.1

2.6

65.0

12.5

15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村が実施する検診

医療機関や健診（検診）センターで実施している検診

案内していない

どこで検診が受けられるか知らない

無回答

全体(n=533)

富士宮市(n=179)

富士市(n=351)

6.9

5.1

62.1

14.3

15.2

8.4

7.8

55.3

17.3

17.3

6.3

3.7

65.5

12.8

14.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村が実施する検診

医療機関や健診（検診）センターで実施している検診

案内していない

どこで検診が受けられるか知らない

無回答

全体(n=533)

富士宮市(n=179)

富士市(n=351)

6.6

5.3

59.7

13.9

17.8

8.4

6.7

56.4

16.2

17.9

5.7

4.6

61.3

12.8

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村が実施する検診

医療機関や健診（検診）センターで実施している検診

案内していない

どこで検診が受けられるか知らない

無回答

全体(n=533)

富士宮市(n=179)

富士市(n=351)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 15 貴事業所の従業者の健康問題は何だと思いますか。該当する番号をすべて選んで○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の健康問題は、「高血圧」41.3％が最も多く、以下「運動不足」39.5％、「肥満」32.8％、

「腰痛」32.6％、「たばこ」26.6％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「運動不足」「たばこ」「メンタルヘルス」「糖尿病」「不規則な生活」

が富士宮市よりも高くなっている。 

 

  

41.3

39.5

32.8

32.6

26.6

22.0

21.8

19.9

18.6

14.5

14.5

13.0

12.8

4.1

15.1

2.0

2.2

39.4

35.6

31.7

33.3

21.7

21.7

18.3

16.1

16.1

14.4

13.3

14.4

8.9

3.3

16.7

2.2

3.9

42.7

41.8

33.3

31.9

29.1

22.3

23.7

22.0

20.1

14.4

15.0

12.4

15.0

4.5

14.4

1.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高血圧

運動不足

肥満

腰痛

たばこ

睡眠

メンタルヘルス

糖尿病

飲酒

バランスの悪い食事

食事の時間が不規則

過労

不規則な生活

転倒・外傷

健康課題は特にない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 16 貴事業所に深夜業を含む交代勤務者や、深夜業のみの勤務者がいる場合、交代勤務者や深夜

業のみの勤務者の健康問題は何だと思いますか。該当する番号をすべて選んで○をつけてくだ

さい。 

交代勤務者や深夜業のみの勤務者がいない場合は、「１．交代勤務者や深夜業のみの勤務者は

いない」に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交代勤務者や深夜業のみの勤務者の健康問題は、「睡眠」5.6％が最も多く、以下「健康課題は特

にない」は 4.3％、「不規則な生活」4.1％、「食事の時間が不規則」3.9％となっている。また「交

代勤務者や深夜業のみの勤務者はいない」は 70.2％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「交代勤務者や深夜業のみの勤務者はいない」が富士市よりも高

くなっている。 

 

  

70.2

5.6

4.1

3.9

3.5

3.4

2.8

2.8

2.4

2.2

2.2

2.2

2.2

1.7

0.6

4.3

0.2

15.6

73.9

5.0

3.3

3.3

2.2

2.8

2.2

1.7

1.7

1.7

0.6

1.1

1.7

1.1

0.0

3.9

0.6

13.9

68.1

5.9

4.5

4.2

4.2

3.7

3.1

3.4

2.8

2.5

3.1

2.8

2.5

2.0

0.8

4.5

0.0

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

交代勤務者や深夜業のみの勤務者はいない

睡眠

不規則な生活

食事の時間が不規則

高血圧

運動不足

糖尿病

腰痛

肥満

バランスの悪い食事

飲酒

メンタルヘルス

過労

たばこ

転倒・外傷

健康課題は特にない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 17 貴事業所で従業者の健康管理のために重要であることは何だと思いますか。該当する番号

をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の健康管理のために重要なことは、「定期健康診断の実施（受けない従業者の受診、検査項

目の不足の補充等を含む）」65.7％が最も多く、以下「定期健康診断の結果に基づいて必要な措置を

講ずること（所見があった従業者について医師等からの意見聴取の実施、健康の保持に努める必要

がある従業者への保健指導の実施等）」48.0％、「メンタルヘルスケア（心の健康のための対策）」

28.9％、「運動指導、栄養指導等の生活習慣の改善による生活習慣病の予防対策」22.7％、「有害な

作業から健康を守るための作業環境の改善」15.6％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「運動指導、栄養指導等の生活習慣の改善による生活習慣病の予防

対策」「有害な作業から健康を守るための作業環境の改善」「健康に不安のある事業主又は従業者の

健康相談（個人ごと）」「有害な作業から健康を守るための作業方法の改善」「職場の禁煙対策・受動

喫煙対策」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

  

65.7

48.0

28.9

22.7

15.6

15.3

12.3

10.2

8.0

7.1

12.1

1.7

2.6

68.9

48.3

27.8

17.8

10.0

11.7

8.3

6.1

5.0

5.0

12.2

1.1

3.3

64.1

47.7

29.4

25.1

18.4

16.9

14.1

12.1

9.3

7.9

12.1

2.0

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期健康診断の実施

定期健康診断の結果に基づいて必要な措置を講ずること

メンタルヘルスケア（心の健康のための対策）

運動指導、栄養指導等の生活習慣の改善による

生活習慣病の予防対策

有害な作業から健康を守るための作業環境の改善

健康に不安のある事業主又は従業者の健康相談

（個人ごと）

有害な作業から健康を守るための作業方法の改善

職場の禁煙対策・受動喫煙対策

有害な作業から健康を守るための従業者教育

特殊健康診断の実施

特にない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 18 貴事業所で従業者の健康を守るための活動（健康管理、作業環境や作業方法の改善等）の障

害となっていると考えられることは何だと思いますか。該当する番号をすべて選んで○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の健康を守るための活動の障害となっていると考えられることは、「特にない」40.4％が最

も多く、以下「時間がない」23.6％、「自分の事業所に適した方法が分からない」16.9％、「財政的

な余裕がない」14.0％、「法令、制度が分からない」13.0％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「自分の事業所に適した方法が分からない」が富士宮市よりも高く

なっている。 

 

  

23.6

16.9

14.0

13.0

11.4

10.4

8.6

7.1

4.5

40.4

3.4

3.0

21.1

13.3

16.7

15.6

10.6

10.0

7.8

6.7

2.2

38.9

4.4

3.3

24.9

18.9

12.7

11.9

11.9

10.7

9.0

7.3

5.4

41.2

2.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

時間がない

自分の事業所に適した方法が分からない

財政的な余裕がない

法令、制度が分からない

従業者の健康を守るための活動をするための適当な人がいない

従業者の健康を守るための活動に関する情報が不足している

相談できる人や利用できる施設が分からない

手間・事務が面倒である

従業者に健康を守るための活動をする気がない

特にない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 19 貴事業所で健康づくりに関する環境整備について取り組んでいることは何ですか。該当す

る番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくりに関する環境整備について取り組んでいることは、「休憩室を設置している」48.2％が

最も多く、以下「食事の後に歯磨きができる場所（洗面所等）を設置している」42.6％、「血圧計を

設置している」27.0％、「体重計を設置している」15.6％、「ポスター等を掲示する場所や、従業者

に配備されているパソコン等で各自が確認できる電子掲示板等があり、健康増進に関する情報を掲

示（掲載）している」11.2％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「体重計を設置している」が富士市よりも高くなっている。 

 

問 20 貴事業所では、この１年間（令和６年２月１日から令和７年１月 31 日まで）にメンタルヘ

ルス不調により連続 1ヵ月以上休業した労働者または退職した労働者がいましたか。該当する

番号を１つ選んで○をつけてください。（貴事業所に受け入れている派遣労働者は除いてくだ

さい） 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間にメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業した労働者または退職した労働者が

いたかは、「いた」6.7％、「いない」91.2％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

  

6.7

7.2

6.5

91.2

89.4

92.1

2.0

3.3

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

いた いない 無回答

48.2

42.6

27.0

15.6

11.2

6.7

3.9

3.4

7.4

9.9

49.4

40.0

28.9

19.4

8.9

8.3

5.0

4.4

6.1

11.1

48.0

44.1

25.7

13.6

12.4

5.9

3.4

2.8

8.2

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

休憩室を設置している

食事の後に歯磨きができる場所（洗面所等）を設置している

血圧計を設置している

体重計を設置している

ポスター等を掲示する場所や、従業者に配備されているパソコン等で各自が確認

できる電子掲示板等があり、健康増進に関する情報を掲示（掲載）している

運動器具の設置や運動できるスペースがある

運動等を実施した後にシャワー等が利用できる

体重や血圧を測定した際に記録する用紙を設置している

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 21 貴事業所では、この１年間（令和６年２月１日から令和７年１月 31 日まで）にストレスチ

ェックを実施しましたか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間にストレスチェックを実施したかは、「実施していない」73.6％が最も多く、以下「実

施した」17.3％、「わからない」6.3％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

問 21-１（問 21で「１．実施した」と回答した事業所の方が回答ください） 

ストレスチェックを実施した場合、集団分析（職場や部署単位での分析）を実施しましたか。

該当する番号を１つ選んで◯をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団分析（職場や部署単位での分析）を実施したかは、「実施した」53.8％が最も多く、以下「実

施していない」29.0％、「わからない」16.1％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「実施した」が富士宮市よりも高くなっている。 

問 21-2（問 21-1 で「１．実施した」と回答した事業所の方が回答ください） 

その結果を活かした対策がとれましたか。該当する番号を１つ選んで◯をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果を活かした対策がとれたかは、「対策がとられた」52.0％が最も多く、以下「対策がとられて

いない」「わからない」20.0％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「対策がとられた」が富士宮市よりも高くなっている。 

17.3

15.0

18.6

73.6

74.4

72.9

6.3

7.2

5.9

2.8

3.3

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

実施した 実施していない わからない 無回答

53.8

48.1

56.1

29.0

33.3

27.3

16.1

18.5

15.2

1.1

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=93)

富士宮市(n=27)

富士市(n=66)

実施した 実施していない わからない 無回答

52.0

46.2

54.1

20.0

23.1

18.9

20.0

30.8

16.2

8.0

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=50)

富士宮市(n=13)

富士市(n=37)

対策がとられた 対策がとられていない わからない 無回答
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 22 貴事業所の屋内に喫煙場所が設置されていますか。該当する番号を１つ選んで○をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に喫煙場所が設置されているかは、「屋内に喫煙場所はない」79.5％、「屋内に喫煙場所があ

る」15.8％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 22-1（問 22で「２．屋内に喫煙場所がある」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所の屋内の喫煙場所の状況について、該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の喫煙場所の状況については、「上記選択肢の１～４のどれにも該当しない」68.2％が最も多

く、以下「喫煙室は、厚生労働省が定めた技術的基準に適合している」18.8％、「事業所の入口と屋

内喫煙場所の入口に、必要事項を示した標識を掲示している」14.1％、「喫煙可能な場所には、喫煙

以外の目的での利用も含め、20 歳未満は立入禁止にしている」12.9％、「飲食店の場合、既存特定

飲食提供施設としての「喫煙可能室（店）」を適用している」4.7％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「事業所の入口と屋内喫煙場所の入口に、必要事項を示した標識を

掲示している」「喫煙可能な場所には、喫煙以外の目的での利用も含め、20歳未満は立入禁止にして

いる」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

  

79.5

78.9

79.7

15.8

13.9

16.9

4.7

7.2

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

屋内に喫煙場所はない 屋内に喫煙場所がある 無回答

18.8

14.1

12.9

4.7

68.2

0.0

16.0

8.0

8.0

0.0

72.0

0.0

20.0

16.7

15.0

6.7

66.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙室は、厚生労働省が定めた技術的基準に適合している

事業所の入口と屋内喫煙場所の入口に、

必要事項を示した標識を掲示している

喫煙可能な場所には、喫煙以外の目的での利用も含め、

20歳未満は立入禁止にしている

飲食店の場合、既存特定飲食提供施設としての

「喫煙可能室（店）」を適用している

上記選択肢の１～４のどれにも該当しない

無回答
全体(n=85)

富士宮市(n=25)

富士市(n=60)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 23 貴事業所の屋外に喫煙場所が設置されていますか。該当する番号を１つ選んで○をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に喫煙場所が設置されているかは、「屋外に喫煙場所はない」49.3％、「屋外に喫煙場所があ

る」45.1％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「屋外に喫煙場所はない」が富士宮市よりも高くなっている。 

 

問 23-1（問 23で「２．屋外に喫煙場所がある」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所の屋外の喫煙場所の状況について、該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の喫煙場所の状況については、「建物内にたばこの煙が入らない場所にある」50.0％が最も多

く、以下「喫煙者以外は立ち入らない場所、喫煙中に歩行者が通ることはない場所にある（自動販

売機のそばのような喫煙以外の目的で人が集まることがない場所にある）」30.6％、「灰皿を設置し

ており、営業時間外は屋内に片付けている」27.3％、「上記１～３の選択肢に該当するものはない」

17.4％、「その他」3.3％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「喫煙者以外は立ち入らない場所、喫煙中に歩行者が通ることはな

い場所にある（自動販売機のそばのような喫煙以外の目的で人が集まることがない場所にある）」

が富士宮市よりも高くなっている。 

 

  

49.3

45.0

51.4

45.1

46.7

44.4

5.6

8.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

屋外に喫煙場所はない 屋外に喫煙場所がある 無回答

50.0

30.6

27.3

17.4

3.3

3.3

50.0

27.4

26.2

14.3

2.4

6.0

49.7

32.5

28.0

19.1

3.8

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建物内にたばこの煙が入らない場所にある

喫煙者以外は立ち入らない場所、

喫煙中に歩行者が通ることはない場所にある

灰皿を設置しており、営業時間外は屋内に片付けている

上記１～３の選択肢に該当するものはない

その他

無回答

全体(n=242)

富士宮市(n=84)

富士市(n=157)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 24 貴事業所のだいたいの喫煙率を教えてください。従業者に男性または女性のいない職場に

おいては「なし」と記述してください。 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業所全体の喫煙率は、「０－９％」37.2％が最も多く、以下「10－19％」9.5％、「20－29％」

7.8％、「50－59％」7.4％となっている。女性の喫煙率は「０－９％」が 55.9％と半数以上を占め多

く、男性の喫煙率の方が高いことが伺える。所在地別でみると、事業所全体の喫煙率は富士宮市で

「30-39％」が富士市よりも高くなっている。 

なお、事業所全体の喫煙率として「０％」と回答したのは184件（34.3％）、富士宮市で66件

（36.7％）、富士市で118件（33.3％）であった。 

37.2

9.5 7.8 7.1
3.2

7.4

1.9 2.6 2.0 0.4 1.5

19.4

38.3

8.3
11.1 10.6

2.8
5.0

1.7 2.2 1.7 0.0 1.1

17.2

36.7

10.2
6.2 5.4

3.1

8.8

2.0 2.8 2.3 0.6 1.4

20.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ 100% 無回答

全体(n=537) 富士宮市(n=180) 富士市(n=354)

30.5

5.0 5.6 4.1 3.5

9.3

2.8 2.0 1.7 1.3

8.2

25.9

32.2

2.8

9.4

3.3 3.9

8.3

2.2 1.1 0.6 0.6

9.4

26.129.7

6.2
3.7 4.5 3.1

9.9

3.1 2.5 2.3 1.7

7.3

26.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ 100% 無回答

全体(n=537) 富士宮市(n=180) 富士市(n=354)

55.9

5.0
2.8 2.4 0.7

3.7
0.0 0.4 0.4 0.0 1.7

27.0

55.0

8.3

2.8 2.2 1.1 1.7 0.0 0.6 1.1 0.0 1.1

26.1

56.2

3.4 2.8 2.5
0.6

4.8

0.0 0.3 0.0 0.0
2.0

27.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ 100% 無回答

全体(n=537) 富士宮市(n=180) 富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 25 貴事業所の従業者の禁煙や、受動喫煙対策としてどのようなことを行っていますか。該当す

る番号をすべて選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の禁煙や、受動喫煙対策として行っていることは、「対策はしていない」52.0％が最も多

く、以下「事業所内の喫煙者の数を把握している」18.6％、「喫煙場所の削減」16.2％、「その他」

6.3％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 26 貴事業所の従業者の昼食等は、事業者内の給食や弁当業者の弁当を利用していますか。該当

する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者の昼食等は、事業者内の給食や弁当業者の弁当を利用しているかは、「利用していない」

63.9％が最も多く、以下「利用している」25.5％、「時々、利用している」7.3％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「利用している」が富士宮市よりも高くなっている。 

  

25.5

21.7

27.7

7.3

9.4

6.2

63.9

64.4

63.3

3.4

4.4

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

利用している 時々、利用している 利用していない 無回答

18.6

16.2

4.5

4.5

2.4

2.0

52.0

6.3

9.5

16.1

16.1

4.4

3.9

1.7

1.7

53.3

5.0

11.1

19.8

16.4

4.5

4.8

2.8

2.3

51.1

7.1

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所内の喫煙者の数を把握している

喫煙場所の削減

喫煙時間の制限、禁煙タイムや禁煙デーの設定

喫煙者に対して、たばこの害や禁煙の方法等について

啓発、教育を行っている

非喫煙者に対して、たばこの害について

啓発、教育を行っている

喫煙者に対する禁煙相談

対策はしていない

その他

無回答

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 26-1（問 26 で「１．利用している」、「２．時々、利用している」と回答した事業所の方が回答

ください） 

貴事業所内の給食や弁当業者の食事内容に期待することについて、該当する番号をすべて選ん

で○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食や弁当業者の食事内容に期待することは、「主食（ごはん等）・主菜（肉・魚料理等）・副菜（野

菜料理等）がそろっている」62.5％が最も多く、以下「低価格である」52.3％、「複数のメニューか

ら選択できる」40.9％、「主食（ごはん等）の量が選べる」「野菜が多い」27.8％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「果物が提供される」「アレルギー表示がある」、富士市で「低価

格である」「複数のメニューから選択できる」「主食（ごはん等）の量が選べる」「ボリュームがある」

「揚げ物が少ない」が高くなっている。 

問 27 「健康経営」という言葉を御存知ですか。該当する番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康経営」という言葉の認知度は、「知らない」35.6％が最も多く、以下「この設問で初めて知

った」34.5％、「知っている」15.5％、「聞いたことはあるが意味は知らない」11.9％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「この設問で初めて知った」が富士市よりも高くなっている。 

15.5

12.2

17.2

11.9

12.2

11.9

35.6

32.8

37.3

34.5

40.0

31.1

2.6

2.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

知っている 聞いたことはあるが意味は知らない 知らない この設問で初めて知った 無回答

62.5

52.3

40.9

27.8

27.8

17.6

14.8

14.2

13.6

10.8

10.2

6.8

5.7

3.4

1.1

60.7

48.2

37.5

21.4

30.4

17.9

7.1

16.1

7.1

10.7

16.1

12.5

8.9

3.6

0.0

63.3

54.2

42.5

30.8

26.7

17.5

18.3

13.3

16.7

10.8

7.5

4.2

4.2

3.3

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主食（ごはん等）・主菜（肉・魚料理等）・副菜（野菜料理等）がそろっている

低価格である

複数のメニューから選択できる

主食（ごはん等）の量が選べる

野菜が多い

エネルギーや塩分量の栄養成分表示がある

ボリュームがある

薄味である

揚げ物が少ない

スマートミールや、しずおか健幸惣菜など健康に配慮したメニューの提供

果物が提供される

アレルギー表示がある

地元の食材（地場産物）を使用している

その他

無回答

全体(n=176)

富士宮市(n=56)

富士市(n=120)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 28 貴事業所では、「健康経営」に取り組みたいと思われますか。該当する番号を１つ選んで○

をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康経営」に取り組みたいかは、「取り組みたいと思う」45.3％が最も多く、以下「取り組みた

いと思わない」40.4％、「既に取り組んでいる」9.3％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 28-1（問 28 で「１．既に取り組んでいる」、「２．取り組みたいと思う」と回答した事業所の方

が回答ください） 

貴事業所で「健康経営」に既に取り組んでいる、または今後取り組みたいものそれぞれについ

て、該当する番号をすべて選んで○をつけてください。 

【既に取り組んでいる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康経営」に既に取り組んでいるものは、「健康診断各種検診（がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎

ウイルス検診等）の推奨」28.7％が最も多く、以下「禁煙の推奨」26.6％、「運動の推奨（ウォーキ

ングの推奨、運動会などスポーツイベントの実施、運動に関する同好会の設置、職場におけるラジ

オ体操の実施、スポーツクラブへの補助等）」23.9％、「十分な睡眠、休養の推奨」23.5％となって

いる。 

所在地別でみると、富士市で「健康診断各種検診（がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診

等）の推奨」が富士宮市よりも高くなっている。 

9.3

6.7

10.7

45.3

48.3

43.8

40.4

39.4

40.7

5.0

5.6

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=537)

富士宮市(n=180)

富士市(n=354)

既に取り組んでいる 取り組みたいと思う 取り組みたいと思わない 無回答

28.7

26.6

23.9

23.5

18.4

14.7

12.3

0.7

47.4

24.2

24.2

23.2

20.2

19.2

14.1

9.1

0.0

54.5

31.1

27.5

24.4

24.9

18.1

15.0

14.0

1.0

44.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康診断各種検診の推奨

禁煙の推奨

運動の推奨

十分な睡眠、休養の推奨

適切な食生活の推奨

歯と口腔ケアの推奨

従業者や対外的に健康経営実施に関する宣言の表明

その他

無回答

全体(n=293)

富士宮市(n=99)

富士市(n=193)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

【今後取り組みたい】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康経営」に今後取り組みたいものは、「十分な睡眠、休養の推奨」44.0％が最も多く、以下「健

康診断各種検診（がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診等）の推奨」43.7％、「運動の推奨（ウ

ォーキングの推奨、運動会などスポーツイベントの実施、運動に関する同好会の設置、職場におけ

るラジオ体操の実施、スポーツクラブへの補助等）」42.3％、「適切な食生活の推奨（野菜摂取や朝

食摂取・減塩等、社員食堂の設置等）」42.0％、「歯と口腔ケアの推奨（歯周疾患検診受診、食後の

歯磨き等）」39.6％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「健康診断各種検診（がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検

診等）の推奨」、富士市で「禁煙の推奨」が高くなっている。 

  

44.0

43.7

42.3

42.0

39.6

31.7

25.6

0.3

19.1

45.5

48.5

44.4

41.4

39.4

26.3

27.3

1.0

17.2

43.5

40.9

40.9

42.0

39.4

34.7

24.4

0.0

20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分な睡眠、休養の推奨

健康診断各種検診の推奨

運動の推奨

適切な食生活の推奨

歯と口腔ケアの推奨

禁煙の推奨

従業者や対外的に健康経営実施に関する宣言の表明

その他

無回答

全体(n=293)

富士宮市(n=99)

富士市(n=193)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 28-2（問 28 で「１．既に取り組んでいる」、「２．取り組みたいと思う」と回答した事業所の方

が回答ください） 

貴事業所で「健康経営」を行ううえで、課題に感じることは何ですか。該当する番号をすべて

選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康経営」を行ううえで、課題に感じることは、「具体的な方法がわからない」32.1％が最も多

く、以下「時間がない」28.0％、「費用が負担になる（予算がない）」26.3％、「担当者が配置できな

い」22.5％、「特にない」22.5％となっている。 

所在地別でみると、富士市で「具体的な方法がわからない」「時間がない」「従業者の理解が得ら

れない」が富士宮市よりも高くなっている。 

  

32.1

28.0

26.3

22.5

19.1

16.7

8.2

22.5

1.7

6.8

28.3

22.2

25.3

22.2

13.1

16.2

5.1

22.2

3.0

9.1

34.2

31.1

26.9

22.8

22.3

17.1

9.8

22.3

1.0

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

具体的な方法がわからない

時間がない

費用が負担になる（予算がない）

担当者が配置できない

従業者の理解が得られない

相談できる外部の専門家がいない

効果やメリットがわからない

特にない

その他

無回答

全体(n=293)

富士宮市(n=99)

富士市(n=193)
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調査結果【事業所郵送調査】 

 

問 28-3（問 28で「３．取り組みたいと思わない」と回答した事業所の方が回答ください） 

貴事業所で「健康経営」に取り組みたいと思わない理由として、該当する番号をすべて選んで

○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「健康経営」に取り組みたいと思わない理由は、「必要性がわからない、必要性を感じない」

37.8％が最も多く、以下「具体的な方法がわからない」33.6％、「担当者を配置できない」29.0％、

「時間がない」25.8％、「費用が負担になる（予算がない）」22.1％となっている。 

所在地別でみると、富士宮市で「担当者を配置できない」、富士市で「時間がない」が高くなって

いる。 

  

37.8

33.6

29.0

25.8

22.1

17.5

17.5

0.9

36.6

35.2

38.0

22.5

25.4

15.5

21.1

1.4

38.9

33.3

25.0

27.8

20.8

18.1

15.3

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要性がわからない、必要性を感じない

具体的な方法がわからない

担当者を配置できない

時間がない

費用が負担になる（予算がない）

従業者の理解が得られない

その他

無回答

全体(n=217)

富士宮市(n=71)

富士市(n=144)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

【従業者モニター調査】 

問８ あなたが加入する公的医療保険（健康保険）について、該当するもの１つを選択してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入している公的医療保険（健康保険）は、「全国健康保険協会（協会けんぽ）」36.0％が最も多

く、以下「国民健康保険」32.5％、「健康保険組合」24.5％、「共済組合」6.3％、「その他」0.8％と

なっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問９ あなたはこの１年間（令和６年３月１日から令和７年２月２８日まで）に健康診断（事業所

が実施する定期健康診断、または公的医療保険者（健康保険者）が実施する特定健康診査（特

定健診））を受けましたか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間の健康診断受診状況は、「受けた」64.3％、「受けていない」35.8％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

  

36.0

35.6

36.2

24.5

27.3

23.1

6.3

6.1

6.3

32.5

31.1

33.2

0.8

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

全国健康保険協会（協会けんぽ） 健康保険組合 共済組合 国民健康保険 その他

64.3

62.1

65.3

35.8

37.9

34.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

受けた 受けていない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 9-1（問９で「２．受けていない」と回答した方が回答ください） 

あなたが定期健康診断や特定健康診査（特定健診）を受けていない理由をお答えください。

該当するものすべてを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診断を受けていない理由では、「面倒だった」35.0％が最も多く、以下「多忙だった」34.3％、

「定期健康診断や特定健康診査（特定健診）にお金を払いたくない」13.3％、「持病があり、治療中

のため受けなかった」9.1％、「その他」8.4％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「多忙だった」、富士圏域で「病気が見つかるのが不安だった」

が高くなっている。 

問 9-2（問９で「１．受けた」と回答した方が回答ください） 

あなたが定期健康診断や特定健康診査（特定健診）を受けた結果で「要観察」や「要医療」、

「要精密検査」等の所見がみられた項目がありましたか。該当するもの１つ選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診断で所見が見られた項目の有無は、「あった」52.5％が最も多く、以下「なかった」42.8％、

「検査結果の通知がなかったのでわからない」3.1％、「検査結果の通知はあったが、よくわからな

い（覚えていない）」1.6％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「あった」がその他の市町よりも高くなっている。 

52.5

58.5

49.7

42.8

39.0

44.6

3.1

2.4

3.4

1.6

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=257)

富士圏域(n=82)

その他の市町(n=175)

あった

なかった

検査結果の通知がなかったのでわからない

検査結果の通知はあったが、よくわからない（覚えていない）

結果の通知はあったが、見ていない

35.0

34.3

13.3

9.1

7.7

7.0

5.6

3.5

2.8

8.4

34.0

26.0

14.0

12.0

6.0

12.0

8.0

6.0

0.0

14.0

35.5

38.7

12.9

7.5

8.6

4.3

4.3

2.2

4.3

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面倒だった

多忙だった

定期健康診断や特定健康診査（特定健診）にお金を払いた

くない

持病があり、治療中のため受けなかった

定期健康診断や特定健康診査（特定健診）が提供されてい

るのかわからない

病気が見つかるのが不安だった

事業所や公的医療保険者（健康保険者）が実施する以外の

ところで健康診断を受けた

定期健康診断や特定健康診査（特定健診）の結果を勤務先

に知られるのが嫌だった

定期健康診断や特定健康診査（特定健診）のために仕事を

休む等ができなかった（休めない環境や状況であった）

その他

全体(n=143)

富士圏域(n=50)

その他の市町(n=93)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 9-3（問 9-2 で「１．あった」と回答した方が回答ください） 

所見があった内容について、あなたは再検査や治療などを受けるために医療機関を受診しま

したか。該当するもの１つ選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所見内容について、医療機関受診状況は、「事業所から受診をするように言われて受診した」

38.5％が最も多く、以下「事業所から受診するように言われなかったし、受診もしなかった」31.1％、

「事業所から受診をするように言われなかったが受診した」22.2％、「事業所から受診をするよう

に言われたが受診しなかった」8.1％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「事業所から受診をするように言われたが受診しなかった」

が富士圏域よりも高くなっている。 

 

問 9-4（問 9-3 で「3. 事業所から受診をするように言われたが受診しなかった」、「4. 事業所から

受診するように言われなかったし、受診もしなかった」と回答した方が回答ください） 

あなたが受診をしなかった理由をお答えください。該当するものすべてを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診しなかった理由は、「自覚症状がなかったので受診しなかった」39.6％が最も多く、以下「面

倒だった」34.0％、「多忙だった」24.5％、「医師に相談し、特に問題ないと言われた」18.9％、「そ

の他」11.3％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「面倒だった」「多忙だった」、その他の市町で「持病があり、治療中

の医療機関で相談したので受診しなかった」が高くなっている。  

38.5

41.7

36.8

22.2

20.8

23.0

8.1

4.2

10.3

31.1

33.3

29.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=135)

富士圏域(n=48)

その他の市町(n=87)

事業所から受診をするように言われて受診した

事業所から受診をするように言われなかったが受診した

事業所から受診をするように言われたが受診しなかった

事業所から受診するように言われなかったし、受診もしなかった

39.6

34.0

24.5

18.9

9.4

7.5

3.8

1.9

11.3

38.9

38.9

33.3

16.7

5.6

5.6

5.6

0.0

11.1

40.0

31.4

20.0

20.0

11.4

8.6

2.9

2.9

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自覚症状がなかったので受診しなかった

面倒だった

多忙だった

医師に相談し、特に問題ないと言われた

持病があり、治療中の医療機関で相談したので受診しな

かった

受診の費用が工面できなかった

病気が見つかるのが不安だった

受診のために仕事を休む等ができなかった

（休めない環境や状況であった）

その他

全体(n=53)

富士圏域(n=18)

その他の市町(n=35)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 10 あなたはこの１年間（令和６年３月１日から令和７年２月２８日まで）にがん検診を受けま

したか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間のがん検診受診状況は、「受けた」24.3％、「受けていない」75.8％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「受けていない」がその他の市町よりも高くなっている。 

 

問 10-1（問 10で「２．受けていない」と回答した方が回答ください） 

あなたががん検診を受けていない理由をお答えください。該当するものすべてを選択してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診未受診の理由は、「面倒だった」30.7％が最も多く、以下「多忙だった」25.4％、「がん

検診にお金を払いたくない」14.2％、「この１年は受けていないが、過去に受けたことがある」13.2％、

「自分ががん検診の対象かどうかかわからない」12.5％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「面倒だった」「持病があり、治療中のため受けなかった」「がん

検診をどこで受けられるのか知らない」、その他の市町で「多忙だった」がやや高くなっている。 

 

  

24.3

18.9

26.9

75.8

81.1

73.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

受けた 受けていない

30.7

25.4

14.2

13.2

12.5

12.2

5.6

5.3

4.0

0.7

4.6

33.6

22.4

12.1

11.2

14.0

15.0

7.5

8.4

6.5

0.9

4.7

29.1

27.0

15.3

14.3

11.7

10.7

4.6

3.6

2.6

0.5

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面倒だった

多忙だった

がん検診にお金を払いたくない

この１年は受けていないが、過去に受けたことがある

自分ががん検診の対象かどうかかわからない

がん検診をどこで受けられるのか知らない

病気が見つかるのが不安だった

持病があり、治療中のため受けなかった

がん検診のために仕事を休む等ができなかった

（休めない環境や状況であった）

がん検診の結果が勤務先や市町、検診を実施した部署など

に知られるのが嫌だった

その他

全体(n=303)

富士圏域(n=107)

その他の市町(n=196)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 10-2（問 10で「１．受けた」と回答した方が回答ください） 

あなたが受けたがん検診は次のうちのどれですか？該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診したがん検診では、「市町のがん検診」49.5％が最も多く、以下「人間ドックや自分で受けた

がん検診（事業所と市町のがん検診以外）」28.9％、「事業所のがん検診」21.6％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「人間ドックや自分で受けたがん検診（事業所と市町のがん

検診以外）」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

問 10-3（問 10で「１．受けた」と回答した方が回答ください） 

あなたががん検診を受けた結果で「要観察」や「要医療」、「要精密検査」等の所見がみられ

た項目がありましたか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診での所見が見られた項目の有無は、「なかった」78.4％が最も多く、以下「あった」17.5％、

「検査結果の通知がなかったのでわからない」3.1％、「検査結果の通知はあったが、よくわからな

い（覚えていない）」1.0％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「あった」がその他の市町よりも高くなっている。 

 

  

21.6

24.0

20.8

49.5

52.0

48.6

28.9

24.0

30.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=97)

富士圏域(n=25)

その他の市町(n=72)

事業所のがん検診

市町のがん検診

人間ドックや自分で受けたがん検診（事業所と市町のがん検診以外）

17.5

24.0

15.3

78.4

72.0

80.6

3.1

4.0

2.8

1.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=97)

富士圏域(n=25)

その他の市町(n=72)

あった

なかった

検査結果の通知がなかったのでわからない

検査結果の通知はあったが、よくわからない（覚えていない）

結果の通知はあったが、見ていない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 10-4（問 10-3 で「１．あった」と回答した方が回答ください） 

所見があった内容について、あなたは再検査や治療などを受けるために医療機関を受診しま

したか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診での所見内容について、医療機関の受診状況は、「受診した」64.7％が最も多く、以下

「今後１～２ヶ月以内に受診する予定」29.4％、「受診しなかった（今後１～２ヶ月以内に受診の予

定もない）」5.9％となっている。 

所在地別でみると、グラフのとおりとなっている。 

 

問 10-5（問 10-4 で「3. 受診しなかった(今後 1～2ヶ月以内に受診の予定もない)」と回答した方

が回答ください） 

あなたが受診をしなかった理由をお答えください。該当するものすべてを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診しなかった理由は、「医師に相談し、特に問題ないと言われた」100.0％となっている。 

 

  

64.7

100.0

45.5

29.4

45.5

5.9

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=17)

富士圏域(n=6)

その他の市町(n=11)

受診した

今後１～２ヶ月以内に受診する予定

受診しなかった（今後１～２ヶ月以内に受診の予定もない）

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師に相談し、特に問題ないと言われた

多忙だった

自覚症状がなかったので受診しなかった

面倒だった

病気が見つかるのが不安だった

持病があり、治療中の医療機関で相談したので受診しな

かった

受診のために仕事を休む等ができなかった

（休めない環境や状況であった）

受診の費用が工面できなかった

その他

全体(n=1)

富士圏域(n=-)

その他の市町(n=1)- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 11 あなたは定期的な血圧測定をしていますか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な血圧測定をしているかは、「測定していない」48.8％が最も多く、以下「不定期に測定し

ている」34.3％、「ほぼ毎日測定している」8.8％、「週に１～２回測定している」4.8％、「週に３～

５回測定している」3.5％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 11-1 あなたは、以下のＡからＤの場所で、どのくらいの頻度で血圧を測定しますか。それぞれ

の場所について該当するもの１つを選択してください。Ａ～Ｄ以外の場所で測定している場合

は、Ｅに場所を記載し、頻度を１つ選んでください。 

【Ａ 自宅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅での測定状況は、「自宅に血圧計がない」21.5％が最も多く、以下「測っていない」21.0％、

「ほぼ毎日測定」15.1％、「月１回」12.7％、「月２～３回」10.7％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「ほぼ毎日」、その他の市町で「週１～２回」が高くなっている。 

 

  

8.8

10.6

7.8

3.5

3.8

3.4

4.8

2.3

6.0

34.3

35.6

33.6

48.8

47.7

49.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

ほぼ毎日測定している 週に３～５回測定している 週に１～２回測定している

不定期に測定している 測定していない

15.1

2.9

6.8

10.7

12.7

9.3

21.0

21.5

18.8

2.9

1.4

13.0

11.6

8.7

27.5

15.9

13.2

2.9

9.6

9.6

13.2

9.6

17.6

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定

週３～５回

週１～２回

月２～３回

月１回

年１回

測っていない

自宅に血圧計がない

全体(n=205)

富士圏域(n=69)

その他の市町(n=136)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

【Ｂ 職場（お勤め先の事務所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場での測定状況は、「職場に血圧計がない、職場に血圧計があるか知らない」41.0％が最も多

く、以下「測っていない」36.1％、「年１回」7.3％、「月１回」5.4％、「ほぼ毎日測定」3.4％とな

っている。 

所在地別でみると、富士圏域で「測っていない」、その他の市町で「職場に血圧計がない、職場に

血圧計があるか知らない」が高くなっている。 

 

【Ｃ 公共施設、薬局（ドラッグストア）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設、薬局での測定状況は、「測っていない」54.6％が最も多く、以下「行っていない、行っ

た施設や店舗には血圧計がない」24.9％、「年１回」8.8％、「月１回」5.9％、「月２～３回」3.4％

となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「測っていない」、その他の市町で「行っていない、行った施設や

店舗には血圧計がない」が高くなっている。 

  

3.4

1.5

2.4

2.9

5.4

7.3

36.1

41.0

4.3

1.4

0.0

4.3

5.8

4.3

44.9

34.8

2.9

1.5

3.7

2.2

5.1

8.8

31.6

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定

週３～５回

週１～２回

月２～３回

月１回

年１回

測っていない

職場に血圧計がない、職場に血圧計があるか知らない

全体(n=205)

富士圏域(n=69)

その他の市町(n=136)

1.5

1.0

0.0

3.4

5.9

8.8

54.6

24.9

1.4

0.0

0.0

4.3

7.2

8.7

59.4

18.8

1.5

1.5

0.0

2.9

5.1

8.8

52.2

27.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定

週３～５回

週１～２回

月２～３回

月１回

年１回

測っていない

行っていない、行った施設や店舗には血圧計がない

全体(n=205)

富士圏域(n=69)

その他の市町(n=136)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

【Ｄ 定期的に受診している医療機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的に受診している医療機関での測定状況は、「月１回」42.9％が最も多く、以下「年１回」

22.0％、「測っていない」16.6％、「定期的に受診をしていない」13.2％、「ほぼ毎日測定」「月２～

３回」2.0％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「月１回」その他の市町で「年１回」が高くなっている。 

 

【Ｅ 上記以外の場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の場所での測定状況は、「測っていない」86.8％が最も多く、以下「年１回」5.4％、「ほ

ぼ毎日測定」2.4％、「月２～３回」「月１回」2.0％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

  

2.4

0.5

1.0

2.0

2.0

5.4

86.8

2.9

1.4

0.0

1.4

4.3

2.9

87.0

2.2

0.0

1.5

2.2

0.7

6.6

86.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定

週３～５回

週１～２回

月２～３回

月１回

年１回

測っていない

全体(n=205)

富士圏域(n=69)

その他の市町(n=136)

2.0

1.5

0.0

2.0

42.9

22.0

16.6

13.2

1.4

1.4

0.0

4.3

50.7

15.9

18.8

7.2

2.2

1.5

0.0

0.7

39.0

25.0

15.4

16.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日測定

週３～５回

週１～２回

月２～３回

月１回

年１回

測っていない

定期的に受診をしていない

全体(n=205)

富士圏域(n=69)

その他の市町(n=136)
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 12 あなたはたばこ（加熱式たばこを含む）を吸いますか。該当するもの１つを選択してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙状況は、「吸わない」51.5％が最も多く、以下「吸う」25.8％、「吸っていたがやめた」22.8％

となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「吸っていたがやめた」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

問 13 あなたは職場（お勤め先の事業所）で他の人のたばこの煙を吸入すること（受動喫煙）があ

りますか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受動喫煙状況は、「ない」67.5％が最も多く、以下「ときどきある」18.8％、「ほとんど毎日ある」

13.8％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「ほとんど毎日ある」がその他の市町よりも高くなっている。 

 

  

25.8

28.0

24.6

51.5

54.5

50.0

22.8

17.4

25.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

吸う 吸わない 吸っていたがやめた

13.8

17.4

11.9

18.8

18.2

19.0

67.5

64.4

69.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

ほとんど毎日ある ときどきある ない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 14 あなたが食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。該当するもの１つを選

択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事をかんで食べる時の状態は、「何でもかんで食べることができる」76.5％が最も多く、以下

「歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある」17.5％、「ほとんどか

めない」6.0％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 15 あなたは過去１年以内に歯科医院を受診しましたか？該当するもの１つを選択してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年以内の歯科医院受診状況は、「症状がないので受診していない」38.3％が最も多く、以下

「症状はないが受診した（定期健診）」28.8％、「症状があるため受診した」20.0％、「症状があるが

受診していない」13.0％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「症状があるが受診していない」がその他の市町よりも高くなっ

ている。 

 

  

76.5

78.0

75.7

17.5

18.2

17.2

6.0

3.8

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

何でもかんで食べることができる

歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある

ほとんどかめない

20.0

16.7

21.6

28.8

28.8

28.7

13.0

18.9

10.1

38.3

35.6

39.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

症状があるため受診した 症状はないが受診した（定期健診）

症状があるが受診していない 症状がないので受診していない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 16 あなたの現在の健康状態はいかがですか。該当するもの１つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の健康状態は、「まあ健康である」50.8％が最も多く、以下「どちらともいえない」26.5％、

「やや不調である」11.0％、「非常に健康である」7.0％、「非常に不調である」4.8％となっている。 

所在地別でみると、大きな差異はみられない。 

 

問 17 あなたの以下のＡからＥまでの項目の状況についてお答えください。それぞれの項目の該

当するもの１つを選択してください。 

【Ａ 血圧について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血圧については、「正常範囲である」60.3％が最も多く、以下「正常範囲かどうかわからない」

14.8％、「治療や経過観察のために医療機関を受診している」13.0％、「正常範囲ではないが医療機

関は受診していない」10.0％、「以前受診していたが現在は受診していない」2.0％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「正常範囲である」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

  

7.0

6.8

7.1

50.8

48.5

51.9

26.5

28.0

25.7

11.0

11.4

10.8

4.8

5.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

非常に健康である まあ健康である どちらともいえない やや不調である 非常に不調である

60.3

53.8

63.4

10.0

13.6

8.2

13.0

13.6

12.7

2.0

2.3

1.9

14.8

16.7

13.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

正常範囲である

正常範囲ではないが医療機関は受診していない

治療や経過観察のために医療機関を受診している

以前受診していたが現在は受診していない

正常範囲かどうかわからない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

【Ｂ 血糖値について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血糖値については、「正常範囲である」62.5％が最も多く、以下「正常範囲かどうかわからない」

21.5％、「治療や経過観察のために医療機関を受診している」8.5％、「正常範囲ではないが医療機関

は受診していない」6.5％、「以前受診していたが現在は受診していない」1.0％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「正常範囲である」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

【Ｃ 脂質異常について（コレステロール・中性脂肪）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脂質異常（コレステロール・中性脂肪）については、「正常範囲である」46.3％が最も多く、以下

「正常範囲かどうかわからない」22.3％、「治療や経過観察のために医療機関を受診している」

15.5％、「正常範囲ではないが医療機関は受診していない」14.0％、「以前受診していたが現在は受

診していない」2.0％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「正常範囲である」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

  

62.5

58.3

64.6

6.5

6.8

6.3

8.5

9.8

7.8

1.0

1.5

0.7

21.5

23.5

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

正常範囲である

正常範囲ではないが医療機関は受診していない

治療や経過観察のために医療機関を受診している

以前受診していたが現在は受診していない

正常範囲かどうかわからない

46.3

39.4

49.6

14.0

15.9

13.1

15.5

15.2

15.7

2.0

3.8

1.1

22.3

25.8

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

正常範囲である

正常範囲ではないが医療機関は受診していない

治療や経過観察のために医療機関を受診している

以前受診していたが現在は受診していない

正常範囲かどうかわからない

48



調査結果【従業者モニター調査】 

 

【Ｄ 肝機能について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝機能については、「正常範囲である」61.0％が最も多く、以下「正常範囲かどうかわからない」

23.5％、「正常範囲ではないが医療機関は受診していない」7.5％、「治療や経過観察のために医療機

関を受診している」6.5％、「以前受診していたが現在は受診していない」1.5％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「正常範囲がどうかわからない」がその他の市町よりも高くなっ

ている。 

 

【Ｅ 腎機能について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎機能については、「正常範囲である」65.0％が最も多く、以下「正常範囲かどうかわからない」

25.0％、「治療や経過観察のために医療機関を受診している」5.0％、「正常範囲ではないが医療機関

は受診していない」4.5％、「以前受診していたが現在は受診していない」0.5％となっている。 

所在地別でみると、その他の市町で「正常範囲である」が富士圏域よりも高くなっている。 

 

  

65.0

59.8

67.5

4.5

6.8

3.4

5.0

5.3

4.9

0.5

0.7

25.0

28.0

23.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

正常範囲である

正常範囲ではないが医療機関は受診していない

治療や経過観察のために医療機関を受診している

以前受診していたが現在は受診していない

正常範囲かどうかわからない

61.0

57.6

62.7

7.5

8.3

7.1

6.5

5.3

7.1

1.5

1.5

1.5

23.5

27.3

21.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

正常範囲である

正常範囲ではないが医療機関は受診していない

治療や経過観察のために医療機関を受診している

以前受診していたが現在は受診していない

正常範囲かどうかわからない
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調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 18 あなたは、現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスとなっていると

感じる事柄がありますか。該当するものすべてを選択してください。該当するものがない場合

は、「強いストレスと感じる事柄がない」を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄は、「強いストレスと感じ

る事柄がない」36.3％が最も多く、以下「仕事の質」23.8％、「仕事の量」22.5％、「対人関係（セ

クハラ・パワハラを含む）」21.5％、「会社の将来性」16.8％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「対人関係（セクハラ・パワハラを含む）」「雇用の安定性」がそ

の他の市町よりも高くなっている。 

 

問 19 あなたがお勤めの事業所は、「健康経営®」に取り組んでいると思いますか。該当するもの１

つを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所は「健康経営®」に取り組んでいると思うかは、「取り組んでいると思わない」41.0％が最

も多く、以下「わからない」38.0％、「取り組んでいると思う」21.0％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「わからない」がその他の市町よりも高くなっている。 

  

21.0

19.7

21.6

41.0

38.6

42.2

38.0

41.7

36.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

取り組んでいると思う 取り組んでいると思わない わからない

23.8

22.5

21.5

16.8

16.0

13.0

10.5

6.8

1.8

12.0

36.3

25.0

24.2

27.3

15.2

18.9

18.9

9.8

6.1

2.3

16.7

32.6

23.1

21.6

18.7

17.5

14.6

10.1

10.8

7.1

1.5

9.7

38.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の質

仕事の量

対人関係（セクハラ・パワハラを含む）

会社の将来性

仕事の失敗、責任の発生等

雇用の安定性

顧客、取引先等からのクレーム

役割・地位の変化等（昇進・昇格、配置転換等）

事故や災害の体験

その他の事柄

強いストレスと感じる事柄がない

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)

50



調査結果【従業者モニター調査】 

 

問 20 あなたが自分の健康管理のために、お勤めの事業所にどのようなことを期待していますか。

該当するものすべてを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康管理のために勤務事業所に期待することは、「特に期待することはない」43.3％が最も多く、

以下「がん検診や人間ドックの受診費用の負担軽減」26.3％、「有給休暇など、休みがとりやすい」

21.8％、「健康診断の結果に応じた保健指導の実施」16.3％、「健診（検診）や医療機関への受診の

ために休みが取りやすい環境」15.0％となっている。 

所在地別でみると、富士圏域で「有給休暇など、休みがとりやすい」「受動喫煙の防止に関する取

組」がその他の市町よりも高くなっている。 

 

  

26.3

21.8

16.3

15.0

11.0

9.0

8.0

7.0

7.0

6.5

5.5

5.5

5.0

5.0

4.5

0.3

43.3

26.5

29.5

16.7

16.7

9.8

10.6

10.6

8.3

7.6

7.6

6.1

7.6

6.8

9.1

2.3

0.0

40.2

26.1

17.9

16.0

14.2

11.6

8.2

6.7

6.3

6.7

6.0

5.2

4.5

4.1

3.0

5.6

0.4

44.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

がん検診や人間ドックの受診費用の負担軽減

有給休暇など、休みがとりやすい

健康診断の結果に応じた保健指導の実施

健診（検診）や医療機関への受診のために休みが取りやすい環境

休養室（休憩室）の設置

悩み事について相談できる体制の整備

超過勤務時間の短縮

休養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充

施設・設備等の職場環境の改善

事業所での歯科検診の定期的な実施

健康管理について相談できる体制の整備

配置転換等の配慮

体重計や血圧計の設置など、事業所内の健康関連設備の拡充

受動喫煙の防止に関する取組

健康管理のための情報の提供や職場内外における教育研修

その他

特に期待することはない

全体(n=400)

富士圏域(n=132)

その他の市町(n=268)
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集計表【事業所郵送調査】 

 

集計表 
【事業所郵送調査】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

富士宮市 富士市   無回答

537 180 354 3

100.0 33.5 65.9 0.6

180 180 - -

100.0 100.0 - -

354 - 354 -

100.0 - 100.0 -

3 - - 3

100.0 - - 100.0

  調査数

問１　所在地

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

農業、林業 漁業
鉱業、採石
業、砂利採
取業

建設業 製造業
電気・ガス・
熱供給・水
道業

情報通信業
運輸業、郵
便業

卸売業、小
売業

金融業、保
険業

537 7 - 1 81 71 12 3 16 75 22

100.0 1.3 - 0.2 15.1 13.2 2.2 0.6 3.0 14.0 4.1

180 5 - - 21 26 6 - 4 25 5

100.0 2.8 - - 11.7 14.4 3.3 - 2.2 13.9 2.8

354 2 - 1 60 45 6 3 12 49 17

100.0 0.6 - 0.3 16.9 12.7 1.7 0.8 3.4 13.8 4.8

3 - - - - - - - - 1 -

100.0 - - - - - - - - 33.3 -

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

問２　業種

不動産業、
物品賃貸業

学術研究、
専門・技術
サービス業

宿泊業、飲
食サービス
業

生活関連
サービス
業、娯楽業

教育、学習
支援業

医療、福祉
複合サービ
ス事業

サービス業
（上記１～17
に分類され
ないもの）

公務   無回答

9 15 36 10 14 75 6 73 7 4

1.7 2.8 6.7 1.9 2.6 14.0 1.1 13.6 1.3 0.7

- 2 16 2 6 25 3 29 3 2

- 1.1 8.9 1.1 3.3 13.9 1.7 16.1 1.7 1.1

9 13 20 8 8 50 3 42 4 2

2.5 3.7 5.6 2.3 2.3 14.1 0.8 11.9 1.1 0.6

- - - - - - - 2 - -

- - - - - - - 66.7 - -

問２　業種

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 317 96 40 42 27 12 3

100.0 59.0 17.9 7.4 7.8 5.0 2.2 0.6

180 114 35 10 11 8 1 1

100.0 63.3 19.4 5.6 6.1 4.4 0.6 0.6

354 201 61 30 30 19 11 2

100.0 56.8 17.2 8.5 8.5 5.4 3.1 0.6

3 2 - - 1 - - -

100.0 66.7 - - 33.3 - - -

問３　常時労働者数　男性39歳以下

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 211 133 66 49 51 24 3

100.0 39.3 24.8 12.3 9.1 9.5 4.5 0.6

180 78 43 18 15 20 5 1

100.0 43.3 23.9 10.0 8.3 11.1 2.8 0.6

354 132 88 48 34 31 19 2

100.0 37.3 24.9 13.6 9.6 8.8 5.4 0.6

3 1 2 - - - - -

100.0 33.3 66.7 - - - - -

問３　常時労働者数　男性40～59歳

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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集計表【事業所郵送調査】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 278 153 43 37 18 5 3

100.0 51.8 28.5 8.0 6.9 3.4 0.9 0.6

180 95 54 15 9 6 - 1

100.0 52.8 30.0 8.3 5.0 3.3 - 0.6

354 182 97 28 28 12 5 2

100.0 51.4 27.4 7.9 7.9 3.4 1.4 0.6

3 1 2 - - - - -

100.0 33.3 66.7 - - - - -

問３　常時労働者数　男性60歳以上

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 343 79 37 40 26 9 3

100.0 63.9 14.7 6.9 7.4 4.8 1.7 0.6

180 114 26 8 18 9 4 1

100.0 63.3 14.4 4.4 10.0 5.0 2.2 0.6

354 227 52 29 22 17 5 2

100.0 64.1 14.7 8.2 6.2 4.8 1.4 0.6

3 2 1 - - - - -

100.0 66.7 33.3 - - - - -

問３　常時労働者数　女性39歳以下

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 209 160 47 69 34 15 3

100.0 38.9 29.8 8.8 12.8 6.3 2.8 0.6

180 68 52 15 26 11 7 1

100.0 37.8 28.9 8.3 14.4 6.1 3.9 0.6

354 139 107 32 43 23 8 2

100.0 39.3 30.2 9.0 12.1 6.5 2.3 0.6

3 2 1 - - - - -

100.0 66.7 33.3 - - - - -

問３　常時労働者数　女性40～59歳

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 288 167 46 23 8 2 3

100.0 53.6 31.1 8.6 4.3 1.5 0.4 0.6

180 86 59 19 11 3 1 1

100.0 47.8 32.8 10.6 6.1 1.7 0.6 0.6

354 200 107 27 12 5 1 2

100.0 56.5 30.2 7.6 3.4 1.4 0.3 0.6

3 2 1 - - - - -

100.0 66.7 33.3 - - - - -

問３　常時労働者数　女性60歳以上

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １～４人 ５～９人 10～19人 20～29人 30～49人 50人以上   無回答

537 18 247 136 75 34 18 6 3

100.0 3.4 46.0 25.3 14.0 6.3 3.4 1.1 0.6

180 8 82 45 26 10 7 1 1

100.0 4.4 45.6 25.0 14.4 5.6 3.9 0.6 0.6

354 10 163 90 49 24 11 5 2

100.0 2.8 46.0 25.4 13.8 6.8 3.1 1.4 0.6

3 - 2 1 - - - - -

100.0 - 66.7 33.3 - - - - -

問３　常時労働者数　合計

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０人 １人 ２人 ３～４人 ５～10人 11人以上   無回答

537 277 84 55 47 42 29 3

100.0 51.6 15.6 10.2 8.8 7.8 5.4 0.6

180 83 27 24 17 19 9 1

100.0 46.1 15.0 13.3 9.4 10.6 5.0 0.6

354 191 57 31 30 23 20 2

100.0 54.0 16.1 8.8 8.5 6.5 5.6 0.6

3 3 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -

問３　短時間労働者数

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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集計表【事業所郵送調査】 

 

 
 
  

０人 １人 ２～10人 11人以上   無回答

537 495 18 13 7 4

100.0 92.2 3.4 2.4 1.3 0.7

180 169 5 4 1 1

100.0 93.9 2.8 2.2 0.6 0.6

354 323 13 9 6 3

100.0 91.2 3.7 2.5 1.7 0.8

3 3 - - - -

100.0 100.0 - - - -

問３　派遣労働者数

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

日勤のみ
（深夜業を
含む交代制
勤務なし）

深夜業を含
む２交代制

深夜業を含
む３交代制

深夜業のみ   無回答

537 498 18 15 11 9

100.0 92.7 3.4 2.8 2.0 1.7

180 164 6 4 2 7

100.0 91.1 3.3 2.2 1.1 3.9

354 331 12 11 9 2

100.0 93.5 3.4 3.1 2.5 0.6

3 3 - - - -

100.0 100.0 - - - -

問４　勤務形態

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

雇用主も含
め、加入対
象の従業者
全員が全国
健康保険協
会（協会け
んぽ）

雇用主も含
め、加入対
象の従業者
全員が健康
保険組合

雇用主も含
め、加入対
象の従業者
全員が共済
組合

雇用主も含
め、加入対
象の従業者
全員が国民
健康保険

雇用主は国
民健康保
険、加入対
象の従業者
は全国健康
保険協会
（協会けん
ぽ）

その他   無回答

537 294 54 23 103 30 20 13

100.0 54.7 10.1 4.3 19.2 5.6 3.7 2.4

180 87 15 11 42 11 8 6

100.0 48.3 8.3 6.1 23.3 6.1 4.4 3.3

354 204 39 12 61 19 12 7

100.0 57.6 11.0 3.4 17.2 5.4 3.4 2.0

3 3 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -

問５　加入している公的医療保険（健康保険）について

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

決めている
決めていな
い

その他   無回答

537 269 257 5 6

100.0 50.1 47.9 0.9 1.1

180 83 92 1 4

100.0 46.1 51.1 0.6 2.2

354 184 164 4 2

100.0 52.0 46.3 1.1 0.6

3 2 1 - -

100.0 66.7 33.3 - -

問６　健康管理を担当する人を決めているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

対象者全員
に実施（全
員が受診し
ている）

対象者の一
部の従業者
を実施（一
部未受診者
がいる）

対象者はい
るが、実施し
ていない

対象者はい
ない

  無回答

537 381 51 62 36 7

100.0 70.9 9.5 11.5 6.7 1.3

180 123 16 25 11 5

100.0 68.3 8.9 13.9 6.1 2.8

354 258 34 35 25 2

100.0 72.9 9.6 9.9 7.1 0.6

3 - 1 2 - -

100.0 - 33.3 66.7 - -

問７　常時使用する労働者に対して、この１年間に「定期健康診断」
を実施したか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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集計表【事業所郵送調査】 

 

 
 
 
 
  

受診の周知
や指導をし
て、その後
の受診状況
も把握して
いる

受診の周知
や指導をし
たが、その
後の受診状
況は把握し
ていない

受診の周知
や指導はし
ていないが、
その後の受
診状況は把
握している

受診の周知
や指導もそ
の後の受診
状況の把握
もしていない

未受診者は
すべて受診
不要の方で
ある

  無回答

51 18 12 8 5 5 3

100.0 35.3 23.5 15.7 9.8 9.8 5.9

16 6 4 2 2 2 -

100.0 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 -

34 12 8 6 3 3 2

100.0 35.3 23.5 17.6 8.8 8.8 5.9

1 - - - - - 1

100.0 - - - - - 100.0

問７－１　常時使用する労働者に対する「定期健康診断」の未受診者へ
受診の周知や指導をしているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％   無回答

51 1 - 1 3 2 11 5 6 8 5 9

100.0 2.0 - 2.0 5.9 3.9 21.6 9.8 11.8 15.7 9.8 17.6

16 - - - - - 3 1 2 4 3 3

100.0 - - - - - 18.8 6.3 12.5 25.0 18.8 18.8

34 1 - 1 3 2 7 4 4 4 2 6

100.0 2.9 - 2.9 8.8 5.9 20.6 11.8 11.8 11.8 5.9 17.6

1 - - - - - 1 - - - - -

100.0 - - - - - 100.0 - - - - -

  調査数

問７－２　「定期健康診断」の受診率

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

保存してい
る

保存してい
ない

わからない   無回答

537 342 109 53 33

100.0 63.7 20.3 9.9 6.1

180 115 32 15 18

100.0 63.9 17.8 8.3 10.0

354 225 77 37 15

100.0 63.6 21.8 10.5 4.2

3 2 - 1 -

100.0 66.7 - 33.3 -

問８　貴事業所が実施した従業者の「定期健康診断」
の結果の保存状況

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

定期健康診
断を依頼し
た医療機関
から結果が
提供されな
かった

医療機関か
ら届いた結
果を従業者
に渡したた
め、事業所
では保存で
きなかった

個人情報だ
から保存し
たくない

その他（上
記１～３の
選択肢以外
の理由）

  無回答

109 5 45 49 26 1

100.0 4.6 41.3 45.0 23.9 0.9

32 2 12 11 10 -

100.0 6.3 37.5 34.4 31.3 -

77 3 33 38 16 1

100.0 3.9 42.9 49.4 20.8 1.3

- - - - - -

- - - - - -

問８－１　従業者の「定期健康診断」の結果を保存していない理由

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

所見の有無
のみ把握し
ている

所見の有無
と、所見の
あった項目
も把握して
いる

把握してい
ない

  無回答

537 144 219 125 49

100.0 26.8 40.8 23.3 9.1

180 45 72 38 25

100.0 25.0 40.0 21.1 13.9

354 98 146 86 24

100.0 27.7 41.2 24.3 6.8

3 1 1 1 -

100.0 33.3 33.3 33.3 -

問９　「定期健康診断」を実施後、検査結果に所見が
あるとされた従業者の把握状況

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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地域産業保
健センター
に相談し、
医師等から
の意見聴取
を実施して
いる

産業医から
意見聴取を
実施してい
る

定期健康診
断を依頼し
た医療機関
の医師等か
ら意見聴取
を実施して
いる

医師等の意
見聴取は実
施していな
い

上記以外の
方法で意見
聴取を実施
している

  無回答

363 24 29 76 165 22 49

100.0 6.6 8.0 20.9 45.5 6.1 13.5

117 11 6 34 43 4 20

100.0 9.4 5.1 29.1 36.8 3.4 17.1

244 13 23 42 121 18 28

100.0 5.3 9.4 17.2 49.6 7.4 11.5

2 - - - 1 - 1

100.0 - - - 50.0 - 50.0

問９－１　「定期健康診断」の結果に所見があった従業者について、医師等から
の意見聴取状況

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

医師や保健
師等による
保健指導を
実施してい
る

従業者の居
住市が実施
している健
康相談・栄
養相談や保
健指導等の
利用を促し
ている（主に
39歳以下の
方が対象）

地域産業保
健センター
の保健師の
事業所訪問
を依頼し、実
施している

貴事業所が
加入する公
的医療保険
（健康保険）
が実施する
保健指導
（40～74歳
の方を対象
とした特定
保健指導）
を紹介して
いる

保健指導は
実施してい
ない

上記以外の
方法で実施
している

  無回答

363 96 19 7 45 140 25 44

100.0 26.4 5.2 1.9 12.4 38.6 6.9 12.1

117 26 7 3 16 41 10 17

100.0 22.2 6.0 2.6 13.7 35.0 8.5 14.5

244 70 12 4 29 97 15 27

100.0 28.7 4.9 1.6 11.9 39.8 6.1 11.1

2 - - - - 2 - -

100.0 - - - - 100.0 - -

問９－２　「定期健康診断」の結果に所見がある等、健康の保持に努める必要がある従業者に
対して、保健指導の実施状況

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

定期健康診
断に要する
費用が高額
である

定期健康診
断を実施す
る適当な健
康診断実施
機関がない
（見つけにく
い）

定期健康診
断を実施す
る時間がと
れない（とり
にくい）

定期健康診
断に関する
事務が煩雑
である

従業者自身
が定期健康
診断を受け
たがらない

定期健康診
断未受診の
従業者への
受診の周知
や指導がし
にくい

定期健康診
断結果の有
所見の従業
者が把握で
きない

有所見の従
業者への医
療機関等へ
の受診をす
すめにくい

定期健康診
断を実施す
る必要があ
ることを知ら
なかった

特にない

537 100 30 113 22 37 11 16 34 19 250

100.0 18.6 5.6 21.0 4.1 6.9 2.0 3.0 6.3 3.5 46.6

180 36 11 29 9 10 2 5 14 6 79

100.0 20.0 6.1 16.1 5.0 5.6 1.1 2.8 7.8 3.3 43.9

354 63 19 82 13 26 9 11 20 13 171

100.0 17.8 5.4 23.2 3.7 7.3 2.5 3.1 5.6 3.7 48.3

3 1 - 2 - 1 - - - - -

100.0 33.3 - 66.7 - 33.3 - - - - -

問10　「定期健康診断」を実施する上でどのようなことが問題か

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

その他（上
記以外の問
題）

  無回答

17 33

3.2 6.1

6 17

3.3 9.4

10 16

2.8 4.5

1 -

33.3 -

問10

56



集計表【事業所郵送調査】 

 

 
 
 
 
  

定期健康診
断の受診の
際は職務免
除休暇とし
ている

定期健康診
断の受診の
際は有休休
暇が取りや
すい

定期健康診
断の受診者
にインセン
ティブ（褒賞
など）がある

定期健康診
断の受診に
あたり金銭
的補助があ
る

特にない その他   無回答

537 119 65 - 145 218 28 31

100.0 22.2 12.1 - 27.0 40.6 5.2 5.8

180 41 27 - 43 72 6 17

100.0 22.8 15.0 - 23.9 40.0 3.3 9.4

354 78 36 - 101 145 22 14

100.0 22.0 10.2 - 28.5 41.0 6.2 4.0

3 - 2 - 1 1 - -

100.0 - 66.7 - 33.3 33.3 - -

問11　「定期健康診断」の受診にあたり、従業者に対して配慮していること

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

実施した
実施してい
ない

  無回答

537 147 380 10

100.0 27.4 70.8 1.9

180 48 128 4

100.0 26.7 71.1 2.2

354 98 250 6

100.0 27.7 70.6 1.7

3 1 2 -

100.0 33.3 66.7 -

問12　この１年間に「がん検診」（事業所
が費用を負担して実施する検診）を実施

したか
  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

胃がん検診 肺がん検診
大腸がん検
診

子宮頸がん
検診

乳がん検診
その他のが
ん検診

  無回答

147 121 99 113 72 71 8 -

100.0 82.3 67.3 76.9 49.0 48.3 5.4 -

48 40 35 38 19 19 2 -

100.0 83.3 72.9 79.2 39.6 39.6 4.2 -

98 80 64 75 53 52 6 -

100.0 81.6 65.3 76.5 54.1 53.1 6.1 -

1 1 - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - -

問12－１　実施した「がん検診」の種類

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

所見があっ
た従業者全
員を把握し
ている

所見があっ
た一部の従
業者のみ把
握している

所見の有無
を把握して
いない

  無回答

147 96 13 25 13

100.0 65.3 8.8 17.0 8.8

48 34 1 7 6

100.0 70.8 2.1 14.6 12.5

98 62 11 18 7

100.0 63.3 11.2 18.4 7.1

1 - 1 - -

100.0 - 100.0 - -

問12－２　「がん検診」の実施後、検査結果に所見が
あるとされた従業者を把握状しているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

有所見の従
業者全員へ
医療機関の
受診勧奨を
した

全員ではな
いが有所見
の従業者へ
医療機関の
受診勧奨を
した

医療機関の
受診勧奨は
していない

  無回答

109 75 16 10 8

100.0 68.8 14.7 9.2 7.3

35 29 3 2 1

100.0 82.9 8.6 5.7 2.9

73 46 12 8 7

100.0 63.0 16.4 11.0 9.6

1 - 1 - -

100.0 - 100.0 - -

問12－３　「がん検診」の結果に所見があった従業者
に医療機関を受診するように指導（受診勧奨）を実施

しているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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所見があっ
た従業者全
員の医療機
関の受診状
況を把握し
ている

所見があっ
た一部の従
業者の医療
機関の受診
状況は把握
している

医療機関の
受診状況は
把握してい
ない

  無回答

109 64 20 15 10

100.0 58.7 18.3 13.8 9.2

35 25 3 5 2

100.0 71.4 8.6 14.3 5.7

73 38 17 10 8

100.0 52.1 23.3 13.7 11.0

1 1 - - -

100.0 100.0 - - -

問12－４　「がん検診」の結果に所見があった従業者
の医療機関の受診状況を把握しているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

市町村が実
施するがん
検診

医療機関や
健診（検診）
センターで
実施してい
るがん検診
や人間ドック

案内してい
ない

わからない   無回答

380 122 76 155 47 10

100.0 32.1 20.0 40.8 12.4 2.6

128 42 27 54 15 3

100.0 32.8 21.1 42.2 11.7 2.3

250 79 49 100 32 7

100.0 31.6 19.6 40.0 12.8 2.8

2 1 - 1 - -

100.0 50.0 - 50.0 - -

問12－５　「がん検診」の受診について従業者に受診の周知や案内
をしているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

がん検診の
受診の際は
職務免除休
暇としている

がん検診の
受診の際は
有休休暇が
取りやすい

がん検診の
受診者にイ
ンセンティブ
（褒賞など）
がある

がん検診の
受診にあた
り金銭的補
助がある

その他 特にない   無回答

537 79 86 - 69 9 308 32

100.0 14.7 16.0 - 12.8 1.7 57.4 6.0

180 28 33 - 17 5 99 13

100.0 15.6 18.3 - 9.4 2.8 55.0 7.2

354 51 52 - 52 4 207 19

100.0 14.4 14.7 - 14.7 1.1 58.5 5.4

3 - 1 - - - 2 -

100.0 - 33.3 - - - 66.7 -

問13　「がん検診」の受診にあたり、従業者に対して配慮していること

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

実施した
実施してい
ない

  無回答

537 33 474 30

100.0 6.1 88.3 5.6

180 11 158 11

100.0 6.1 87.8 6.1

354 22 313 19

100.0 6.2 88.4 5.4

3 - 3 -

100.0 - 100.0 -

問14　歯周疾患検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

実施した
実施してい
ない

  無回答

537 24 485 28

100.0 4.5 90.3 5.2

180 9 161 10

100.0 5.0 89.4 5.6

354 15 321 18

100.0 4.2 90.7 5.1

3 - 3 -

100.0 - 100.0 -

問14　骨粗鬆症検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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実施した
実施してい
ない

  無回答

537 38 471 28

100.0 7.1 87.7 5.2

180 10 160 10

100.0 5.6 88.9 5.6

354 28 308 18

100.0 7.9 87.0 5.1

3 - 3 -

100.0 - 100.0 -

問14　肝炎ウイルス検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

市町村が実
施する検診

医療機関や
健診（検診）
センターで
実施してい
る検診

案内してい
ない

どこで検診
が受けられ
るか知らな
い

  無回答

533 38 19 332 76 87

100.0 7.1 3.6 62.3 14.3 16.3

179 13 10 102 32 32

100.0 7.3 5.6 57.0 17.9 17.9

351 25 9 228 44 54

100.0 7.1 2.6 65.0 12.5 15.4

3 - - 2 - 1

100.0 - - 66.7 - 33.3

問14－１　歯周疾患検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

市町村が実
施する検診

医療機関や
健診（検診）
センターで
実施してい
る検診

案内してい
ない

どこで検診
が受けられ
るか知らな
い

  無回答

533 37 27 331 76 81

100.0 6.9 5.1 62.1 14.3 15.2

179 15 14 99 31 31

100.0 8.4 7.8 55.3 17.3 17.3

351 22 13 230 45 49

100.0 6.3 3.7 65.5 12.8 14.0

3 - - 2 - 1

100.0 - - 66.7 - 33.3

問14－１　骨粗鬆症検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

市町村が実
施する検診

医療機関や
健診（検診）
センターで
実施してい
る検診

案内してい
ない

どこで検診
が受けられ
るか知らな
い

  無回答

533 35 28 318 74 95

100.0 6.6 5.3 59.7 13.9 17.8

179 15 12 101 29 32

100.0 8.4 6.7 56.4 16.2 17.9

351 20 16 215 45 62

100.0 5.7 4.6 61.3 12.8 17.7

3 - - 2 - 1

100.0 - - 66.7 - 33.3

問14－１　肝炎ウイルス検診

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

肥満 高血圧 糖尿病 たばこ
バランスの
悪い食事

食事の時間
が不規則

飲酒 運動不足 睡眠
メンタルヘル
ス

537 176 222 107 143 78 78 100 212 118 117

100.0 32.8 41.3 19.9 26.6 14.5 14.5 18.6 39.5 22.0 21.8

180 57 71 29 39 26 24 29 64 39 33

100.0 31.7 39.4 16.1 21.7 14.4 13.3 16.1 35.6 21.7 18.3

354 118 151 78 103 51 53 71 148 79 84

100.0 33.3 42.7 22.0 29.1 14.4 15.0 20.1 41.8 22.3 23.7

3 1 - - 1 1 1 - - - -

100.0 33.3 - - 33.3 33.3 33.3 - - - -

問15　従業者の健康問題は何か

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

過労
不規則な生
活

腰痛 転倒・外傷
健康課題は
特にない

その他   無回答

70 69 175 22 81 11 12

13.0 12.8 32.6 4.1 15.1 2.0 2.2

26 16 60 6 30 4 7

14.4 8.9 33.3 3.3 16.7 2.2 3.9

44 53 113 16 51 6 5

12.4 15.0 31.9 4.5 14.4 1.7 1.4

- - 2 - - 1 -

- - 66.7 - - 33.3 -

問15　従業者の健康問題は何か
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交代勤務者
や深夜業の
みの勤務者
はいない

肥満 高血圧 糖尿病 たばこ
バランスの
悪い食事

食事の時間
が不規則

飲酒 運動不足 睡眠

537 377 13 19 15 9 12 21 12 18 30

100.0 70.2 2.4 3.5 2.8 1.7 2.2 3.9 2.2 3.4 5.6

180 133 3 4 4 2 3 6 1 5 9

100.0 73.9 1.7 2.2 2.2 1.1 1.7 3.3 0.6 2.8 5.0

354 241 10 15 11 7 9 15 11 13 21

100.0 68.1 2.8 4.2 3.1 2.0 2.5 4.2 3.1 3.7 5.9

3 3 - - - - - - - - -

100.0 100.0 - - - - - - - - -

問16　交代勤務者や深夜業のみの勤務者の健康問題は何か

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

メンタルヘル
ス

過労
不規則な生
活

腰痛 転倒・外傷
健康課題は
特にない

その他   無回答

12 12 22 15 3 23 1 84

2.2 2.2 4.1 2.8 0.6 4.3 0.2 15.6

2 3 6 3 - 7 1 25

1.1 1.7 3.3 1.7 - 3.9 0.6 13.9

10 9 16 12 3 16 - 59

2.8 2.5 4.5 3.4 0.8 4.5 - 16.7

- - - - - - - -

- - - - - - - -

問16　交代勤務者や深夜業のみの勤務者の健康問題は何か

定期健康診
断の実施

定期健康診
断の結果に
基づいて必
要な措置を
講ずること

有害な作業
から健康を
守るための
作業環境の
改善

有害な作業
から健康を
守るための
作業方法の
改善

特殊健康診
断の実施

運動指導、
栄養指導等
の生活習慣
の改善によ
る生活習慣
病の予防対
策

健康に不安
のある事業
主又は従業
者の健康相
談（個人ご
と）

メンタルヘル
スケア（心の
健康のため
の対策）

職場の禁煙
対策・受動
喫煙対策

有害な作業
から健康を
守るための
従業者教育

537 353 258 84 66 38 122 82 155 55 43

100.0 65.7 48.0 15.6 12.3 7.1 22.7 15.3 28.9 10.2 8.0

180 124 87 18 15 9 32 21 50 11 9

100.0 68.9 48.3 10.0 8.3 5.0 17.8 11.7 27.8 6.1 5.0

354 227 169 65 50 28 89 60 104 43 33

100.0 64.1 47.7 18.4 14.1 7.9 25.1 16.9 29.4 12.1 9.3

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

100.0 66.7 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3

問17　従業者の健康管理のために重要であること

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

特にない その他   無回答

65 9 14

12.1 1.7 2.6

22 2 6

12.2 1.1 3.3

43 7 8

12.1 2.0 2.3

- - -

- - -

問17
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法令、制度
が分からな
い

自分の事業
所に適した
方法が分か
らない

時間がない

従業者の健
康を守るた
めの活動を
するための
適当な人が
いない

財政的な余
裕がない

従業者に健
康を守るた
めの活動を
する気がな
い

従業者の健
康を守るた
めの活動に
関する情報
が不足して
いる

手間・事務
が面倒であ
る

相談できる
人や利用で
きる施設が
分からない

特にない

537 70 91 127 61 75 24 56 38 46 217

100.0 13.0 16.9 23.6 11.4 14.0 4.5 10.4 7.1 8.6 40.4

180 28 24 38 19 30 4 18 12 14 70

100.0 15.6 13.3 21.1 10.6 16.7 2.2 10.0 6.7 7.8 38.9

354 42 67 88 42 45 19 38 26 32 146

100.0 11.9 18.9 24.9 11.9 12.7 5.4 10.7 7.3 9.0 41.2

3 - - 1 - - 1 - - - 1

100.0 - - 33.3 - - 33.3 - - - 33.3

問18　従業者の健康を守るための活動（健康管理、作業環境や作業方法の改善等）の障害となっていると考えられること

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

その他   無回答

18 16
3.4 3.0

8 6
4.4 3.3
10 10
2.8 2.8

- -
- -

問18

体重計を設
置している

血圧計を設
置している

体重や血圧
を測定した
際に記録す
る用紙を設
置している

休憩室を設
置している

運動器具の
設置や運動
できるス
ペースがあ
る

運動等を実
施した後に
シャワー等
が利用でき
る

ポスター等
を掲示する
場所や、従
業者に配備
されている
パソコン等
で各自が確
認できる電
子掲示板等
があり、健
康増進に関
する情報を
掲示（掲載）
している

食事の後に
歯磨きがで
きる場所（洗
面所等）を
設置してい
る

その他   無回答

537 84 145 18 259 36 21 60 229 40 53

100.0 15.6 27.0 3.4 48.2 6.7 3.9 11.2 42.6 7.4 9.9

180 35 52 8 89 15 9 16 72 11 20

100.0 19.4 28.9 4.4 49.4 8.3 5.0 8.9 40.0 6.1 11.1

354 48 91 10 170 21 12 44 156 29 33

100.0 13.6 25.7 2.8 48.0 5.9 3.4 12.4 44.1 8.2 9.3

3 1 2 - - - - - 1 - -

100.0 33.3 66.7 - - - - - 33.3 - -

問19　健康づくりに関する環境整備について取り組んでいること

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

いた いない   無回答

537 36 490 11

100.0 6.7 91.2 2.0

180 13 161 6

100.0 7.2 89.4 3.3

354 23 326 5

100.0 6.5 92.1 1.4

3 - 3 -

100.0 - 100.0 -

問20　この１年間に メンタルヘルス不調
により連続1ヵ月以上休業した労働者ま

たは退職した労働者がいたか
  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

実施した
実施してい
ない

わからない   無回答

537 93 395 34 15

100.0 17.3 73.6 6.3 2.8

180 27 134 13 6

100.0 15.0 74.4 7.2 3.3

354 66 258 21 9

100.0 18.6 72.9 5.9 2.5

3 - 3 - -

100.0 - 100.0 - -

問21　この１年間にストレスチェックを実施したか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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実施した
実施してい
ない

わからない   無回答

93 50 27 15 1

100.0 53.8 29.0 16.1 1.1

27 13 9 5 -

100.0 48.1 33.3 18.5 -

66 37 18 10 1

100.0 56.1 27.3 15.2 1.5

- - - - -

- - - - -

問21－１　集団分析を実施したか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

対策がとら
れた

対策がとら
れていない

わからない   無回答

50 26 10 10 4

100.0 52.0 20.0 20.0 8.0

13 6 3 4 -

100.0 46.2 23.1 30.8 -

37 20 7 6 4

100.0 54.1 18.9 16.2 10.8

- - - - -

- - - - -

問21－２　その結果を活かした対策がとれたか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

屋内に喫煙
場所はない

屋内に喫煙
場所がある

  無回答

537 427 85 25

100.0 79.5 15.8 4.7

180 142 25 13

100.0 78.9 13.9 7.2

354 282 60 12

100.0 79.7 16.9 3.4

3 3 - -

100.0 100.0 - -

問22　屋内に喫煙場所が設置されてい
るか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

喫煙室は、
厚生労働省
が定めた技
術的基準に
適合してい
る

飲食店の場
合、既存特
定飲食提供
施設として
の「喫煙可
能室（店）」
を適用して
いる

事業所の入
口と屋内喫
煙場所の入
口に、必要
事項を示し
た標識を掲
示している

喫煙可能な
場所には、
喫煙以外の
目的での利
用も含め、
20歳未満は
立入禁止に
している

上記選択肢
の１～４のど
れにも該当
しない

  無回答

85 16 4 12 11 58 -

100.0 18.8 4.7 14.1 12.9 68.2 -

25 4 - 2 2 18 -

100.0 16.0 - 8.0 8.0 72.0 -

60 12 4 10 9 40 -

100.0 20.0 6.7 16.7 15.0 66.7 -

- - - - - - -

- - - - - - -

問22－１　屋内の喫煙場所の状況について

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

屋外に喫煙
場所はない

屋外に喫煙
場所がある

  無回答

537 265 242 30

100.0 49.3 45.1 5.6

180 81 84 15

100.0 45.0 46.7 8.3

354 182 157 15

100.0 51.4 44.4 4.2

3 2 1 -

100.0 66.7 33.3 -

問23　屋外に喫煙場所が設置されてい
るか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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喫煙者以外
は立ち入ら
ない場所、
喫煙中に歩
行者が通る
ことはない
場所にある

建物内にた
ばこの煙が
入らない場
所にある

灰皿を設置
しており、営
業時間外は
屋内に片付
けている

上記１～４
の選択肢に
該当するも
のはない

その他   無回答

242 74 121 66 42 8 8

100.0 30.6 50.0 27.3 17.4 3.3 3.3

84 23 42 22 12 2 5

100.0 27.4 50.0 26.2 14.3 2.4 6.0

157 51 78 44 30 6 3

100.0 32.5 49.7 28.0 19.1 3.8 1.9

1 - 1 - - - -

100.0 - 100.0 - - - -

問23－１　屋外の喫煙場所の状況について

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ １００％   無回答

537 200 51 42 38 17 40 10 14 11 2 8 104

100.0 37.2 9.5 7.8 7.1 3.2 7.4 1.9 2.6 2.0 0.4 1.5 19.4

180 69 15 20 19 5 9 3 4 3 - 2 31

100.0 38.3 8.3 11.1 10.6 2.8 5.0 1.7 2.2 1.7 - 1.1 17.2

354 130 36 22 19 11 31 7 10 8 2 5 73

100.0 36.7 10.2 6.2 5.4 3.1 8.8 2.0 2.8 2.3 0.6 1.4 20.6

3 1 - - - 1 - - - - - 1 -

100.0 33.3 - - - 33.3 - - - - - 33.3 -

  調査数

問24　喫煙率：全体

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ １００％   無回答

537 164 27 30 22 19 50 15 11 9 7 44 139

100.0 30.5 5.0 5.6 4.1 3.5 9.3 2.8 2.0 1.7 1.3 8.2 25.9

180 58 5 17 6 7 15 4 2 1 1 17 47

100.0 32.2 2.8 9.4 3.3 3.9 8.3 2.2 1.1 0.6 0.6 9.4 26.1

354 105 22 13 16 11 35 11 9 8 6 26 92

100.0 29.7 6.2 3.7 4.5 3.1 9.9 3.1 2.5 2.3 1.7 7.3 26.0

3 1 - - - 1 - - - - - 1 -

100.0 33.3 - - - 33.3 - - - - - 33.3 -

  調査数

問24　喫煙率：男性

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

０－９％ 10－19％ 20－29％ 30－39％ 40－49％ 50－59％ 60－69％ 70－79％ 80－89％ 90－99％ １００％   無回答

537 300 27 15 13 4 20 - 2 2 - 9 145

100.0 55.9 5.0 2.8 2.4 0.7 3.7 - 0.4 0.4 - 1.7 27.0

180 99 15 5 4 2 3 - 1 2 - 2 47

100.0 55.0 8.3 2.8 2.2 1.1 1.7 - 0.6 1.1 - 1.1 26.1

354 199 12 10 9 2 17 - 1 - - 7 97

100.0 56.2 3.4 2.8 2.5 0.6 4.8 - 0.3 - - 2.0 27.4

3 2 - - - - - - - - - - 1

100.0 66.7 - - - - - - - - - - 33.3

  調査数

問24　喫煙率：女性

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

喫煙場所の
削減

喫煙時間の
制限、禁煙
タイムや禁
煙デーの設
定

喫煙者に対
して、たばこ
の害や禁煙
の方法等に
ついて啓
発、教育を
行っている

非喫煙者に
対して、たば
この害につ
いて啓発、
教育を行っ
ている

喫煙者に対
する禁煙相
談

事業所内の
喫煙者の数
を把握して
いる

対策はして
いない

その他   無回答

537 87 24 24 13 11 100 279 34 51

100.0 16.2 4.5 4.5 2.4 2.0 18.6 52.0 6.3 9.5

180 29 8 7 3 3 29 96 9 20

100.0 16.1 4.4 3.9 1.7 1.7 16.1 53.3 5.0 11.1

354 58 16 17 10 8 70 181 25 31

100.0 16.4 4.5 4.8 2.8 2.3 19.8 51.1 7.1 8.8

3 - - - - - 1 2 - -

100.0 - - - - - 33.3 66.7 - -

問25　従業者の禁煙や、受動喫煙対策としてどのようなことを行っているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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利用してい
る

時々、利用
している

利用してい
ない

  無回答

537 137 39 343 18

100.0 25.5 7.3 63.9 3.4

180 39 17 116 8

100.0 21.7 9.4 64.4 4.4

354 98 22 224 10

100.0 27.7 6.2 63.3 2.8

3 - - 3 -

100.0 - - 100.0 -

問26　従業者の昼食等は、事業者内の給食や弁当業
者の弁当を利用しているか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

ボリューム
がある

主食（ごは
ん等）の量
が選べる

主食（ごは
ん等）・主菜
（肉・魚料理
等）・副菜
（野菜料理
等）がそろっ
ている

野菜が多い 薄味である
揚げ物が少
ない

スマートミー
ルや、しずお
か健幸惣菜
など健康に
配慮したメ
ニューの提
供

エネルギー
や塩分量の
栄養成分表
示がある

アレルギー
表示がある

果物が提供
される

176 26 49 110 49 25 24 19 31 12 18

100.0 14.8 27.8 62.5 27.8 14.2 13.6 10.8 17.6 6.8 10.2

56 4 12 34 17 9 4 6 10 7 9

100.0 7.1 21.4 60.7 30.4 16.1 7.1 10.7 17.9 12.5 16.1

120 22 37 76 32 16 20 13 21 5 9

100.0 18.3 30.8 63.3 26.7 13.3 16.7 10.8 17.5 4.2 7.5

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

  調査数

  全  体

問
１
　
所
在
地

富士宮市

富士市

  無回答

問26－１　給食や弁当業者の食事内容に期待することについて

低価格であ
る

複数のメ
ニューから
選択できる

地元の食材
（地場産物）
を使用して
いる

その他   無回答

92 72 10 6 2

52.3 40.9 5.7 3.4 1.1

27 21 5 2 -

48.2 37.5 8.9 3.6 -

65 51 5 4 2

54.2 42.5 4.2 3.3 1.7

- - - - -

- - - - -

問26－１

知っている

聞いたこと
はあるが意
味は知らな
い

知らない
この設問で
初めて知っ
た

  無回答

537 83 64 191 185 14

100.0 15.5 11.9 35.6 34.5 2.6

180 22 22 59 72 5

100.0 12.2 12.2 32.8 40.0 2.8

354 61 42 132 110 9

100.0 17.2 11.9 37.3 31.1 2.5

3 - - - 3 -

100.0 - - - 100.0 -

問27　「健康経営」という言葉の認知度

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

既に取り組
んでいる

取り組みた
いと思う

取り組みた
いと思わな
い

  無回答

537 50 243 217 27

100.0 9.3 45.3 40.4 5.0

180 12 87 71 10

100.0 6.7 48.3 39.4 5.6

354 38 155 144 17

100.0 10.7 43.8 40.7 4.8

3 - 1 2 -

100.0 - 33.3 66.7 -

問28　「健康経営」に取り組みたいと思うか

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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運動の推奨
適切な食生
活の推奨

禁煙の推奨
健康診断各
種検診の推
奨

歯と口腔ケ
アの推奨

十分な睡
眠、休養の
推奨

従業者や対
外的に健康
経営実施に
関する宣言
の表明

その他   無回答

293 70 54 78 84 43 69 36 2 139

100.0 23.9 18.4 26.6 28.7 14.7 23.5 12.3 0.7 47.4

99 23 19 24 24 14 20 9 - 54

100.0 23.2 19.2 24.2 24.2 14.1 20.2 9.1 - 54.5

193 47 35 53 60 29 48 27 2 85

100.0 24.4 18.1 27.5 31.1 15.0 24.9 14.0 1.0 44.0

1 - - 1 - - 1 - - -

100.0 - - 100.0 - - 100.0 - - -

問28－１　「健康経営」に既に取り組んでいるもの

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

運動の推奨
適切な食生
活の推奨

禁煙の推奨
健康診断各
種検診の推
奨

歯と口腔ケ
アの推奨

十分な睡
眠、休養の
推奨

従業者や対
外的に健康
経営実施に
関する宣言
の表明

その他   無回答

293 124 123 93 128 116 129 75 1 56

100.0 42.3 42.0 31.7 43.7 39.6 44.0 25.6 0.3 19.1

99 44 41 26 48 39 45 27 1 17

100.0 44.4 41.4 26.3 48.5 39.4 45.5 27.3 1.0 17.2

193 79 81 67 79 76 84 47 - 39

100.0 40.9 42.0 34.7 40.9 39.4 43.5 24.4 - 20.2

1 1 1 - 1 1 - 1 - -

100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 - -

問28－１　「健康経営」に今後取り組みたいもの

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

具体的な方
法がわから
ない

従業者の理
解が得られ
ない

費用が負担
になる（予算
がない）

担当者が配
置できない

効果やメリッ
トがわから
ない

時間がない
相談できる
外部の専門
家がいない

特にない その他   無回答

293 94 56 77 66 24 82 49 66 5 20

100.0 32.1 19.1 26.3 22.5 8.2 28.0 16.7 22.5 1.7 6.8

99 28 13 25 22 5 22 16 22 3 9

100.0 28.3 13.1 25.3 22.2 5.1 22.2 16.2 22.2 3.0 9.1

193 66 43 52 44 19 60 33 43 2 11

100.0 34.2 22.3 26.9 22.8 9.8 31.1 17.1 22.3 1.0 5.7

1 - - - - - - - 1 - -

100.0 - - - - - - - 100.0 - -

問28－２　「健康経営」を行ううえで、課題に感じること

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答

必要性がわ
からない、必
要性を感じ
ない

具体的な方
法がわから
ない

従業者の理
解が得られ
ない

費用が負担
になる（予算
がない）

担当者を配
置できない

時間がない その他   無回答

217 82 73 38 48 63 56 38 2

100.0 37.8 33.6 17.5 22.1 29.0 25.8 17.5 0.9

71 26 25 11 18 27 16 15 1

100.0 36.6 35.2 15.5 25.4 38.0 22.5 21.1 1.4

144 56 48 26 30 36 40 22 1

100.0 38.9 33.3 18.1 20.8 25.0 27.8 15.3 0.7

2 - - 1 - - - 1 -

100.0 - - 50.0 - - - 50.0 -

問28－３　「健康経営」に取り組みたいと思わない理由

  調査数

問
１
　
所
在
地

  全  体

富士宮市

富士市

  無回答
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静岡県富士
市、富士宮
市の従業員
数50人未満
の事業所に
勤務する者

静岡県の従
業員数50人
未満の事業
所に勤務す
る者

400 132 268

100.0 33.0 67.0

132 132 -

100.0 100.0 -

268 - 268

100.0 - 100.0

グループ

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

男性 女性

400 257 143

100.0 64.3 35.8

132 83 49

100.0 62.9 37.1

268 174 94

100.0 64.9 35.1

Ｑ１　性別

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

１５歳未満 １５～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

400 - - 12 48 86 158 96 -

100.0 - - 3.0 12.0 21.5 39.5 24.0 -

132 - - 5 20 27 55 25 -

100.0 - - 3.8 15.2 20.5 41.7 18.9 -

268 - - 7 28 59 103 71 -

100.0 - - 2.6 10.4 22.0 38.4 26.5 -

Ｑ２　年齢

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県

400 1 1 - - - 1 - - 1 -

100.0 0.3 0.3 - - - 0.3 - - 0.3 -

132 1 1 - - - - - - - -

100.0 0.8 0.8 - - - - - - - -

268 - - - - - 1 - - 1 -

100.0 - - - - - 0.4 - - 0.4 -

  調査数

  全  体

グ
ル
ー

プ

富士圏域

その他の市町

Ｑ３　居住地域（都道府県）

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県

- 1 4 6 - - - - - -

- 0.3 1.0 1.5 - - - - - -

- - 3 - - - - - - -

- - 2.3 - - - - - - -

- 1 1 6 - - - - - -

- 0.4 0.4 2.2 - - - - - -

Ｑ３　居住地域（都道府県）

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

- 381 3 1 - - - - - -

- 95.3 0.8 0.3 - - - - - -

- 126 1 - - - - - - -

- 95.5 0.8 - - - - - - -

- 255 2 1 - - - - - -

- 95.1 0.7 0.4 - - - - - -

Ｑ３　居住地域（都道府県）

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Ｑ３　居住地域（都道府県）

佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Ｑ３　居住地域（都道府県）
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浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町 静岡市 島田市

381 82 9 7 6 6 1 1 1 50 8

100.0 21.5 2.4 1.8 1.6 1.6 0.3 0.3 0.3 13.1 2.1

126 1 - - - - - - - 4 -

100.0 0.8 - - - - - - - 3.2 -

255 81 9 7 6 6 1 1 1 46 8

100.0 31.8 3.5 2.7 2.4 2.4 0.4 0.4 0.4 18.0 3.1

Ｑ３　居住地域（市町）

  調査数

  全  体

グ
ル
ー

プ

富士圏域

その他の市町

焼津市 藤枝市 牧之原市 吉田町 川根本町 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 富士市

10 14 3 3 - 20 2 6 35 76

2.6 3.7 0.8 0.8 - 5.2 0.5 1.6 9.2 19.9

- - - - - 4 - 1 35 76

- - - - - 3.2 - 0.8 27.8 60.3

10 14 3 3 - 16 2 5 - -

3.9 5.5 1.2 1.2 - 6.3 0.8 2.0 - -

Ｑ３　居住地域（市町）

裾野市 御殿場市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 函南町 清水町 長泉町 小山町 下田市

4 4 6 - 4 2 5 8 1 2

1.0 1.0 1.6 - 1.0 0.5 1.3 2.1 0.3 0.5

- 1 - - - - - 4 - -

- 0.8 - - - - - 3.2 - -

4 3 6 - 4 2 5 4 1 2

1.6 1.2 2.4 - 1.6 0.8 2.0 1.6 0.4 0.8

Ｑ３　居住地域（市町）

東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町

- 1 2 2 -

- 0.3 0.5 0.5 -

- - - - -

- - - - -

- 1 2 2 -

- 0.4 0.8 0.8 -

Ｑ３　居住地域（市町）

浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町 静岡市 島田市

400 86 6 7 7 6 1 1 - 48 6

100.0 21.5 1.5 1.8 1.8 1.5 0.3 0.3 - 12.0 1.5

132 - - - - - - - - - -

100.0 - - - - - - - - - -

268 86 6 7 7 6 1 1 - 48 6

100.0 32.1 2.2 2.6 2.6 2.2 0.4 0.4 - 17.9 2.2

  調査数

  全  体

グ
ル
ー

プ

富士圏域

その他の市町

Ｑ３　勤務先所在市町

焼津市 藤枝市 牧之原市 吉田町 川根本町 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 富士市

12 18 3 2 1 19 4 7 41 91

3.0 4.5 0.8 0.5 0.3 4.8 1.0 1.8 10.3 22.8

- - - - - - - - 41 91

- - - - - - - - 31.1 68.9

12 18 3 2 1 19 4 7 - -

4.5 6.7 1.1 0.7 0.4 7.1 1.5 2.6 - -

Ｑ３　勤務先所在市町

裾野市 御殿場市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 函南町 清水町 長泉町 小山町 下田市

4 5 6 - 5 1 4 2 - 3

1.0 1.3 1.5 - 1.3 0.3 1.0 0.5 - 0.8

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4 5 6 - 5 1 4 2 - 3

1.5 1.9 2.2 - 1.9 0.4 1.5 0.7 - 1.1

Ｑ３　勤務先所在市町

東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 その他
現在は働い
ていない

- 1 1 2 - - -

- 0.3 0.3 0.5 - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- 1 1 2 - - -

- 0.4 0.4 0.7 - - -

Ｑ３　勤務先所在市町
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農業、林業 漁業
鉱業、採石
業、砂利採
取業

建設業 製造業
電気・ガス・
熱供給・水
道業

情報通信業
運輸業、郵
便業

卸売業、小
売業

金融業、保
険業

400 7 2 - 19 76 8 16 24 54 8

100.0 1.8 0.5 - 4.8 19.0 2.0 4.0 6.0 13.5 2.0

132 2 - - 7 27 3 8 14 19 2

100.0 1.5 - - 5.3 20.5 2.3 6.1 10.6 14.4 1.5

268 5 2 - 12 49 5 8 10 35 6

100.0 1.9 0.7 - 4.5 18.3 1.9 3.0 3.7 13.1 2.2

  調査数

  全  体

グ
ル
ー

プ

富士圏域

その他の市町

Ｑ４　業種

不動産業、
物品賃貸業

学術研究、
専門・技術
サービス業

宿泊業、飲
食サービス
業

生活関連
サービス
業、娯楽業

教育、学習
支援業

医療、福祉
複合サービ
ス事業

サービス業
（上記に分
類されない
もの）

公務

8 14 19 18 20 41 8 49 9

2.0 3.5 4.8 4.5 5.0 10.3 2.0 12.3 2.3

3 1 5 3 6 16 1 13 2

2.3 0.8 3.8 2.3 4.5 12.1 0.8 9.8 1.5

5 13 14 15 14 25 7 36 7

1.9 4.9 5.2 5.6 5.2 9.3 2.6 13.4 2.6

Ｑ４　業種

常時使用さ
れる労働者

短時間労働
者

派遣労働者 その他

400 236 110 5 49

100.0 59.0 27.5 1.3 12.3

132 80 38 - 14

100.0 60.6 28.8 - 10.6

268 156 72 5 35

100.0 58.2 26.9 1.9 13.1

Ｑ５　就業形態（雇用形態）

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

日勤のみの
勤務（深夜
業を含む交
代制勤務な
し）

深夜業を含
む２交代制

深夜業を含
む３交代制

深夜業のみ
の勤務

400 360 12 15 13

100.0 90.0 3.0 3.8 3.3

132 116 4 8 4

100.0 87.9 3.0 6.1 3.0

268 244 8 7 9

100.0 91.0 3.0 2.6 3.4

Ｑ６　深夜業を含む交代制の勤務の有無

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

４人以下 ５～９人 １０～４９人 ５０人以上

400 101 85 214 -

100.0 25.3 21.3 53.5 -

132 24 29 79 -

100.0 18.2 22.0 59.8 -

268 77 56 135 -

100.0 28.7 20.9 50.4 -

Ｑ７　常時使用労働者数

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

全国健康保
険協会（協
会けんぽ）

健康保険組
合

共済組合
国民健康保
険

その他

400 144 98 25 130 3

100.0 36.0 24.5 6.3 32.5 0.8

132 47 36 8 41 -

100.0 35.6 27.3 6.1 31.1 -

268 97 62 17 89 3

100.0 36.2 23.1 6.3 33.2 1.1

Ｑ８　加入している公的医療保険（健康保険）

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

受けた
受けていな
い

400 257 143

100.0 64.3 35.8

132 82 50

100.0 62.1 37.9

268 175 93

100.0 65.3 34.7

Ｑ９　この１年間の健康診
断受診状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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多忙だった

事業所や公
的医療保険
者（健康保
険者）が実
施する以外
のところで健
康診断を受
けた

面倒だった
病気が見つ
かるのが不
安だった

定期健康診
断や特定健
康診査（特
定健診）の
結果を勤務
先に知られ
るのが嫌
だった

持病があ
り、治療中
のため受け
なかった

定期健康診
断や特定健
康診査（特
定健診）の
ために仕事
を休む等が
できなかっ
た（休めない
環境や状況
であった）

定期健康診
断や特定健
康診査（特
定健診）が
提供されて
いるのかわ
からない

定期健康診
断や特定健
康診査（特
定健診）に
お金を払い
たくない

その他

143 49 8 50 10 5 13 4 11 19 12

100.0 34.3 5.6 35.0 7.0 3.5 9.1 2.8 7.7 13.3 8.4

50 13 4 17 6 3 6 - 3 7 7

100.0 26.0 8.0 34.0 12.0 6.0 12.0 - 6.0 14.0 14.0

93 36 4 33 4 2 7 4 8 12 5

100.0 38.7 4.3 35.5 4.3 2.2 7.5 4.3 8.6 12.9 5.4

Ｑ９－１　健康診断を受けていない理由

  調査数

グ
ル
ー

プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

あった なかった

検査結果の
通知がな
かったので
わからない

検査結果の
通知はあっ
たが、よくわ
からない（覚
えていない）

結果の通知
はあった
が、見てい
ない

257 135 110 8 4 -

100.0 52.5 42.8 3.1 1.6 -

82 48 32 2 - -

100.0 58.5 39.0 2.4 - -

175 87 78 6 4 -

100.0 49.7 44.6 3.4 2.3 -

Ｑ９－２　健康診断で所見が見られた項目の有無

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

事業所から
受診をする
ように言わ
れて受診し
た

事業所から
受診をする
ように言わ
れなかった
が受診した

事業所から
受診をする
ように言わ
れたが受診
しなかった

事業所から
受診するよ
うに言われ
なかったし、
受診もしな
かった

135 52 30 11 42

100.0 38.5 22.2 8.1 31.1

48 20 10 2 16

100.0 41.7 20.8 4.2 33.3

87 32 20 9 26

100.0 36.8 23.0 10.3 29.9

Ｑ９－３　所見内容について、医療機関受診状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

多忙だった

自覚症状が
なかったの
で受診しな
かった

面倒だった
病気が見つ
かるのが不
安だった

持病があ
り、治療中
の医療機関
で相談した
ので受診し
なかった

医師に相談
し、特に問
題ないと言
われた

受診のため
に仕事を休
む等ができ
なかった（休
めない環境
や状況で
あった）

受診の費用
が工面でき
なかった

その他

53 13 21 18 2 5 10 1 4 6

100.0 24.5 39.6 34.0 3.8 9.4 18.9 1.9 7.5 11.3

18 6 7 7 1 1 3 - 1 2

100.0 33.3 38.9 38.9 5.6 5.6 16.7 - 5.6 11.1

35 7 14 11 1 4 7 1 3 4

100.0 20.0 40.0 31.4 2.9 11.4 20.0 2.9 8.6 11.4

Ｑ９－４　受診しなかった理由

  調査数

グ
ル
ー

プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

受けた
受けていな
い

400 97 303

100.0 24.3 75.8

132 25 107

100.0 18.9 81.1

268 72 196

100.0 26.9 73.1

Ｑ10　この１年間のがん検
診受診状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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多忙だった 面倒だった
病気が見
つかるのが
不安だった

がん検診
の結果が
勤務先や
市町、検診
を実施した
部署などに
知られるの
が嫌だった

持病があ
り、治療中
のため受け
なかった

がん検診
のために仕
事を休む等
ができな
かった（休
めない環境
や状況で
あった）

自分がが
ん検診の
対象かどう
かかわから
ない

がん検診
にお金を払
いたくない

がん検診を
どこで受け
られるのか
知らない

この１年は
受けていな
いが、過去
に受けたこ
とがある

その他

303 77 93 17 2 16 12 38 43 37 40 14

100.0 25.4 30.7 5.6 0.7 5.3 4.0 12.5 14.2 12.2 13.2 4.6

107 24 36 8 1 9 7 15 13 16 12 5

100.0 22.4 33.6 7.5 0.9 8.4 6.5 14.0 12.1 15.0 11.2 4.7

196 53 57 9 1 7 5 23 30 21 28 9

100.0 27.0 29.1 4.6 0.5 3.6 2.6 11.7 15.3 10.7 14.3 4.6

  調査数

Ｑ10－１　がん検診未受診の理由

  全  体

グ
ル
ー
プ

富士圏域

その他の市町

事業所のが
ん検診

市町のがん
検診

人間ドックや
自分で受け
たがん検診
（事業所と市
町のがん検
診以外）

97 21 48 28

100.0 21.6 49.5 28.9

25 6 13 6

100.0 24.0 52.0 24.0

72 15 35 22

100.0 20.8 48.6 30.6

Ｑ10－２　受診したがん検診

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

あった なかった

検査結果の
通知がな
かったので
わからない

検査結果の
通知はあっ
たが、よくわ
からない（覚
えていない）

結果の通知
はあった
が、見てい
ない

97 17 76 3 1 -

100.0 17.5 78.4 3.1 1.0 -

25 6 18 1 - -

100.0 24.0 72.0 4.0 - -

72 11 58 2 1 -

100.0 15.3 80.6 2.8 1.4 -

Ｑ10－３　がん検診での所見が見られた項目の有無

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

受診した
今後１～２ヶ
月以内に受
診する予定

受診しな
かった（今後
１～２ヶ月以
内に受診の
予定もない）

17 11 5 1

100.0 64.7 29.4 5.9

6 6 - -

100.0 100.0 - -

11 5 5 1

100.0 45.5 45.5 9.1

Ｑ10－４　がん検診での所見内容につ
いて、医療機関の受診状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

多忙だった

自覚症状が
なかったの
で受診しな
かった

面倒だった
病気が見つ
かるのが不
安だった

持病があ
り、治療中
の医療機関
で相談した
ので受診し
なかった

医師に相談
し、特に問
題ないと言
われた

受診のため
に仕事を休
む等ができ
なかった（休
めない環境
や状況で
あった）

受診の費用
が工面でき
なかった

その他

1 - - - - - 1 - - -

100.0 - - - - - 100.0 - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1 - - - - - 1 - - -

100.0 - - - - - 100.0 - - -

Ｑ10－５　受診しなかった理由

  調査数

グ
ル
ー

プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほぼ毎日測
定している

週に３～５
回測定して
いる

週に１～２
回測定して
いる

不定期に測
定している

測定してい
ない

400 35 14 19 137 195

100.0 8.8 3.5 4.8 34.3 48.8

132 14 5 3 47 63

100.0 10.6 3.8 2.3 35.6 47.7

268 21 9 16 90 132

100.0 7.8 3.4 6.0 33.6 49.3

Ｑ11　定期的な血圧測定をしているか

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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ほぼ毎日測
定

週３～５回 週１～２回 月２～３回 月１回 年１回
測っていな
い

自宅に血圧
計がない

205 31 6 14 22 26 19 43 44

100.0 15.1 2.9 6.8 10.7 12.7 9.3 21.0 21.5

69 13 2 1 9 8 6 19 11

100.0 18.8 2.9 1.4 13.0 11.6 8.7 27.5 15.9

136 18 4 13 13 18 13 24 33

100.0 13.2 2.9 9.6 9.6 13.2 9.6 17.6 24.3

　　　Ａ　自宅

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほぼ毎日測
定

週３～５回 週１～２回 月２～３回 月１回 年１回
測っていな
い

職場に血圧
計がない、
職場に血圧
計があるか
知らない

205 7 3 5 6 11 15 74 84

100.0 3.4 1.5 2.4 2.9 5.4 7.3 36.1 41.0

69 3 1 - 3 4 3 31 24

100.0 4.3 1.4 - 4.3 5.8 4.3 44.9 34.8

136 4 2 5 3 7 12 43 60

100.0 2.9 1.5 3.7 2.2 5.1 8.8 31.6 44.1

　　　Ｂ　職場

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほぼ毎日測
定

週３～５回 週１～２回 月２～３回 月１回 年１回
測っていな
い

行っていな
い、行った
施設や店舗
には血圧計
がない

205 3 2 - 7 12 18 112 51

100.0 1.5 1.0 - 3.4 5.9 8.8 54.6 24.9

69 1 - - 3 5 6 41 13

100.0 1.4 - - 4.3 7.2 8.7 59.4 18.8

136 2 2 - 4 7 12 71 38

100.0 1.5 1.5 - 2.9 5.1 8.8 52.2 27.9

　　　Ｃ　公共施設、薬局

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほぼ毎日測
定

週３～５回 週１～２回 月２～３回 月１回 年１回
測っていな
い

定期的に受
診をしていな
い

205 4 3 - 4 88 45 34 27

100.0 2.0 1.5 - 2.0 42.9 22.0 16.6 13.2

69 1 1 - 3 35 11 13 5

100.0 1.4 1.4 - 4.3 50.7 15.9 18.8 7.2

136 3 2 - 1 53 34 21 22

100.0 2.2 1.5 - 0.7 39.0 25.0 15.4 16.2

　　　Ｄ　定期的に受診している医療機関

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほぼ毎日測
定

週３～５回 週１～２回 月２～３回 月１回 年１回
測っていな
い

205 5 1 2 4 4 11 178

100.0 2.4 0.5 1.0 2.0 2.0 5.4 86.8

69 2 1 - 1 3 2 60

100.0 2.9 1.4 - 1.4 4.3 2.9 87.0

136 3 - 2 3 1 9 118

100.0 2.2 - 1.5 2.2 0.7 6.6 86.8

　　　Ｅ　上記以外の場所

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

吸う 吸わない
吸っていた
がやめた

400 103 206 91

100.0 25.8 51.5 22.8

132 37 72 23

100.0 28.0 54.5 17.4

268 66 134 68

100.0 24.6 50.0 25.4

Ｑ12　喫煙状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

ほとんど毎
日ある

ときどきある ない

400 55 75 270

100.0 13.8 18.8 67.5

132 23 24 85

100.0 17.4 18.2 64.4

268 32 51 185

100.0 11.9 19.0 69.0

Ｑ13　受動喫煙状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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何でもかん
で食べるこ
とができる

歯や歯ぐき、
かみあわせ
など気にな
る部分があ
り、かみにく
いことがあ
る

ほとんどか
めない

400 306 70 24

100.0 76.5 17.5 6.0

132 103 24 5

100.0 78.0 18.2 3.8

268 203 46 19

100.0 75.7 17.2 7.1

Ｑ14　食事をかんで食べる時の状態

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

症状がある
ため受診し
た

症状はない
が受診した
（定期健診）

症状がある
が受診して
いない

症状がない
ので受診し
ていない

400 80 115 52 153

100.0 20.0 28.8 13.0 38.3

132 22 38 25 47

100.0 16.7 28.8 18.9 35.6

268 58 77 27 106

100.0 21.6 28.7 10.1 39.6

Ｑ15　過去１年以内の歯科医院受診状況

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

非常に健康
である

まあ健康で
ある

どちらともい
えない

やや不調で
ある

非常に不調
である

400 28 203 106 44 19

100.0 7.0 50.8 26.5 11.0 4.8

132 9 64 37 15 7

100.0 6.8 48.5 28.0 11.4 5.3

268 19 139 69 29 12

100.0 7.1 51.9 25.7 10.8 4.5

Ｑ16　現在の健康状態

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

正常範囲で
ある

正常範囲で
はないが医
療機関は受
診していな
い

治療や経過
観察のため
に医療機関
を受診して
いる

以前受診し
ていたが現
在は受診し
ていない

正常範囲か
どうかわか
らない

400 241 40 52 8 59

100.0 60.3 10.0 13.0 2.0 14.8

132 71 18 18 3 22

100.0 53.8 13.6 13.6 2.3 16.7

268 170 22 34 5 37

100.0 63.4 8.2 12.7 1.9 13.8

Ｑ17　Ａ　血圧

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

正常範囲で
ある

正常範囲で
はないが医
療機関は受
診していな
い

治療や経過
観察のため
に医療機関
を受診して
いる

以前受診し
ていたが現
在は受診し
ていない

正常範囲か
どうかわか
らない

400 250 26 34 4 86

100.0 62.5 6.5 8.5 1.0 21.5

132 77 9 13 2 31

100.0 58.3 6.8 9.8 1.5 23.5

268 173 17 21 2 55

100.0 64.6 6.3 7.8 0.7 20.5

　　　Ｂ　血糖値

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

正常範囲で
ある

正常範囲で
はないが医
療機関は受
診していな
い

治療や経過
観察のため
に医療機関
を受診して
いる

以前受診し
ていたが現
在は受診し
ていない

正常範囲か
どうかわか
らない

400 185 56 62 8 89

100.0 46.3 14.0 15.5 2.0 22.3

132 52 21 20 5 34

100.0 39.4 15.9 15.2 3.8 25.8

268 133 35 42 3 55

100.0 49.6 13.1 15.7 1.1 20.5

　　　Ｃ　脂質異常（コレステロール・中性脂肪）

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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正常範囲で
ある

正常範囲で
はないが医
療機関は受
診していな
い

治療や経過
観察のため
に医療機関
を受診して
いる

以前受診し
ていたが現
在は受診し
ていない

正常範囲か
どうかわか
らない

400 244 30 26 6 94

100.0 61.0 7.5 6.5 1.5 23.5

132 76 11 7 2 36

100.0 57.6 8.3 5.3 1.5 27.3

268 168 19 19 4 58

100.0 62.7 7.1 7.1 1.5 21.6

　　　Ｄ　肝機能

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

正常範囲で
ある

正常範囲で
はないが医
療機関は受
診していな
い

治療や経過
観察のため
に医療機関
を受診して
いる

以前受診し
ていたが現
在は受診し
ていない

正常範囲か
どうかわか
らない

400 260 18 20 2 100

100.0 65.0 4.5 5.0 0.5 25.0

132 79 9 7 - 37

100.0 59.8 6.8 5.3 - 28.0

268 181 9 13 2 63

100.0 67.5 3.4 4.9 0.7 23.5

　　　Ｅ　腎機能

  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町

仕事の量 仕事の質

対人関係
（セクハラ・
パワハラを
含む）

役割・地位
の変化等
（昇進・昇
格、配置転
換等）

仕事の失
敗、責任の
発生等

顧客、取引
先等からの
クレーム

事故や災
害の体験

雇用の安
定性

会社の将
来性

その他の
事柄

強いストレ
スと感じる
事柄がない

400 90 95 86 27 64 42 7 52 67 48 145

100.0 22.5 23.8 21.5 6.8 16.0 10.5 1.8 13.0 16.8 12.0 36.3

132 32 33 36 8 25 13 3 25 20 22 43

100.0 24.2 25.0 27.3 6.1 18.9 9.8 2.3 18.9 15.2 16.7 32.6

268 58 62 50 19 39 29 4 27 47 26 102

100.0 21.6 23.1 18.7 7.1 14.6 10.8 1.5 10.1 17.5 9.7 38.1

  調査数

Ｑ18　現在の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄

  全  体

グ
ル
ー
プ

富士圏域

その他の市町

健康診断の
結果に応じ
た保健指導
の実施

がん検診や
人間ドックの
受診費用の
負担軽減

事業所での
歯科検診の
定期的な実
施

健診（検診）
や医療機関
への受診の
ために休み
が取りやす
い環境

健康管理の
ための情報
の提供や職
場内外にお
ける教育研
修

休養施設・
スポーツ施
設の整備、
利用の拡充

体重計や血
圧計の設置
など、事業
所内の健康
関連設備の
拡充

休養室（休
憩室）の設
置

施設・設備
等の職場環
境の改善

健康管理に
ついて相談
できる体制
の整備

400 65 105 26 60 18 28 20 44 28 22

100.0 16.3 26.3 6.5 15.0 4.5 7.0 5.0 11.0 7.0 5.5

132 22 35 10 22 3 11 9 13 10 8

100.0 16.7 26.5 7.6 16.7 2.3 8.3 6.8 9.8 7.6 6.1

268 43 70 16 38 15 17 11 31 18 14

100.0 16.0 26.1 6.0 14.2 5.6 6.3 4.1 11.6 6.7 5.2

  調査数

  全  体

グ
ル
ー

プ

富士圏域

その他の市町

Ｑ20　健康管理のために勤務事業所に期待すること

悩み事につ
いて相談で
きる体制の
整備

受動喫煙の
防止に関す
る取組

配置転換等
の配慮

超過勤務時
間の短縮

有給休暇な
ど、休みがと
りやすい

その他
特に期待す
ることはない

36 20 22 32 87 1 173

9.0 5.0 5.5 8.0 21.8 0.3 43.3

14 12 10 14 39 - 53

10.6 9.1 7.6 10.6 29.5 - 40.2

22 8 12 18 48 1 120

8.2 3.0 4.5 6.7 17.9 0.4 44.8

Ｑ20　健康管理のために勤務事業所に期待すること

取り組んで
いると思う

取り組んで
いると思わ
ない

わからない

400 84 164 152

100.0 21.0 41.0 38.0

132 26 51 55

100.0 19.7 38.6 41.7

268 58 113 97

100.0 21.6 42.2 36.2

Ｑ19　事業所は「健康経営□」に取り組

んでいると思うか
  調査数

グ
ル
ー
プ

  全  体

富士圏域

その他の市町
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従
業
者
モ
ニ
タ
ー
調
査

 調
査

票
 

 「事
業

所
に

お
け

る
健

康
づ

く
り

に
関

す
る

研
究

」ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
へ

の
参

加
協

力
の

お
願

い
 

1
. 

研
究

の
目

的
 

働
き

世
代

の
健

康
管

理
は

、
従

業
員

個
人

の
努
力

だ
け

で
な

く
事

業
主

や
保

険
者

か
ら

の
支

援
に

も
委

ね
ら

れ
て

い
ま

す
。
特

に
、
中

小
規

模
事

業
所

で
は

産
業

医
の

選
任

義
務

が
な

く
、
適

切
な

健
康

管
理

の
実

施
は

容
易

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
の

調
査

は
、
皆

さ
ま

か
ら

の
回

答
を

集
め

、
事

業
所

に
お

け
る

健
康

づ
く

り
の

課
題

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
を
目

的
と

し

て
お

り
ま

す
。
 

2
. 

皆
さ

ま
に

お
願

い
し

た
い

こ
と

 

こ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
は

、
静

岡
県

に
勤

務
さ

れ
て

い
る

モ
ニ

タ
ー

会
員

の
皆

さ
ま

に
お

声
か

け
し

て
お

り
ま

す
。
設

問
数

は
2

0
問

で
(回

答
内

容
に

よ
っ

て
途

中
の

設
問

数
が

変
わ

り
ま

す
)、

回
答

に
要

す
る

お
時

間
は

1
0

分
程

度
と
見

積
も

っ
て

お
り

ま
す

。
 あ

な
た

の
健

康
状

態
や

職
場

環
境

に
つ

い
て

お
尋

ね
し

ま
す

が
、
個
人

を
特

定
す

る
情

報
は

含
ま

れ
な

い
の

で
、
お

気
軽

に
ご

回
答

い
た

だ
け

れ
ば

幸
い

で
す

。
 

3
. 

参
加

者
に

生
じ

る
負

担
や

利
益

 

本
ア

ン
ケ

ー
ト

へ
の

ご
回

答
に

要
す

る
時

間
は

約
1
0

分
で

す
。
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

へ
の

参
加

協
力

は
皆

さ
ま

の
自

由
で

あ

り
、
参

加
し

な
く

て
も

、
参

加
を

途
中

で
中
止

し
て

も
、
そ

れ
に

よ
っ

て
皆

さ
ま

に
不

都
合

が
生

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。

調
査

結
果

は
、
働

き
世

代
の

健
康

管
理
支

援
策

の
改

善
に

役
立

て
ら

れ
、
社

会
全

体
へ

の
利

益
が

期
待

さ
れ

ま
す

。
参

加

者
は

回
答

に
よ

っ
て

モ
ニ

タ
ー

会
社

の
ポ

イ
ン

ト
が

付
与

さ
れ

ま
す

。
 

4
. 

皆
さ

ま
よ

り
得

ら
れ

た
情

報
に

つ
い

て
 

ク
ロ

ス
・マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

と
の

規
約

に
よ

り
、
こ

の
調

査
で

は
、
氏

名
や

連
絡

先
な

ど
の

個
人

を
特

定
で

き
る

情
報

を
収

集
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
ク

ロ
ス

・マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
が

作
成

し
た

デ
ー

タ
シ

ー
ト

は
、
静

岡
社

会
健

康
医

学
大

学
院

大
学

お
よ

び
静

岡
県

富
士

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
よ

り
一

定
期

間
、
保

存
管

理
さ

れ
、
学

会
発

表
な

ど
の

学
術

的
利

用
や

政
策

検
討

の
た

め
の

資
料

と
し

て
活

用
し

ま
す

。
 

ま
た

、
第

三
者

へ
の

デ
ー

タ
提

供
は

行
い

ま
せ

ん
。
 

5
. 

参
加

協
力

に
つ

い
て

 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
へ

の
参

加
協

力
は

皆
さ

ま
の
自

由
で

あ
り

、
参

加
し

な
く

て
も

、
参

加
を

途
中

で
中

止
し

て
も

、
そ

れ
に

よ

っ
て

皆
さ

ま
に

不
都

合
が

生
じ

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。
た

だ
し

、
ア

ン
ケ

ー
ト

で
は

氏
名

な
ど

の
個

人
情

報
を

収
集

し
て

い
な

い
た

め
、
回

答
い

た
だ

い
た

デ
ー

タ
の

削
除

に
は

応
じ

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
 

6
. 

研
究

に
よ

り
得

ら
れ

た
成

果
の

取
扱

い
 

こ
の

調
査

の
結

果
は

、
研

究
論

文
と

し
て

学
術

誌
に

掲
載

し
、
大

学
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

や
関

連
す

る
自

治
体

の
広

報
誌

等
を

通
じ

て
公

開
い

た
し

ま
す

。
 

7
. 

研
究

計
画

書
や

研
究

方
法

に
関

す
る

資
料

へ
の

ア
ク

セ
ス

 

研
究

計
画

書
や

調
査

方
法

に
関

す
る

資
料

を
ご

希
望

の
方

は
、
下

記
の

連
絡

先
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。
 

8
. 

研
究

の
資

金
源

お
よ

び
利

益
相

反
 

こ
の

調
査

は
、
静

岡
県

社
会

健
康

医
学

研
究

委
託

費
(県

指
定

2
0

2
4

-3
)に

よ
り

実
施

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
調

査
に

関

連
す

る
利

益
相

反
は

、
静

岡
社

会
健

康
医

学
大

学
院

大
学

利
益

相
反

審
査

委
員

会
に

お
い

て
審

査
を

受
け

適
切

に
開

示
し

て
い

ま
す

。
現

在
、
こ

の
調

査
の

実
施

に
あ

た
っ

て
利

益
相

反
関

係
に

あ
る

企
業

等
は

存
在

し
ま

せ
ん

。
 

 

 

9
. 

研
究

組
織

 

こ
の

調
査

の
研

究
組

織
は

下
記

の
通

り
で

す
。
 

代
表

研
究

機
関

:静
岡

社
会

健
康

医
学

大
学

院
大

学
 

共
同

研
究

機
関

:静
岡

県
富

士
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
 

連
携

機
関

  
  

 :
静

岡
県

健
康

福
祉

部
健

康
政

策
課

 

研
究

代
表

者
  
 
:八

田
太

一
(静

岡
社

会
健

康
医

学
大

学
院

大
学

・講
師

) 

こ
の

調
査

は
、
静

岡
社

会
健

康
医

学
大

学
院

大
学

の
研

究
倫

理
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
て

実
施

さ
れ

ま
す

(承
認

番
号

: 

S
G

U
P

H
_2

0
2

4
_0

0
6

、
研

究
期

間
:2

0
2

7
年

3
月

3
1

日
ま

で
)。

 

こ
の

調
査

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
先

は
下

記
の

通
り

で
す

。
 

静
岡

社
会

健
康

医
学

大
学

院
大

学
教

務
課

研
究

支
援

室
 

〒
4

2
0

-0
8

8
1
 静

岡
市

葵
区

北
安

東
4

丁
目

2
7

番
2

号
 

電
話

:0
5

4
-2

9
5

-5
4

0
1
 電

子
メ

ー
ル

:i
n

fo
@

s
-s

p
h

.a
c
.j

p
 

静
岡

社
会

健
康

医
学

大
学

院
大

学
 講

師
 八

田
太

一
 

〒
4

2
0

-0
8

8
1
 静

岡
市

葵
区

北
安

東
4

丁
目

2
7

番
2

号
 

電
話

:0
5

4
-2

9
5

-5
4

0
1
 電

子
メ

ー
ル

:t
h

a
tt

a
@

s
-s

p
h

.a
c
.j

p
 

調
査

結
果

に
つ

い
て

は
、
研

究
論

文
と

し
て

公
表

す
る

と
と

も
に

、
広

く
社

会
に

情
報

発
信

し
、
働

き
世

代
の

皆
さ

ま

が
よ

り
良

い
健

康
管

理
が

で
き

る
よ

う
に

貢
献

し
た

い
所

存
で

す
。
ご

多
忙

の
と

こ
ろ

、
誠

に
恐

縮
で

は
ご

ざ
い

ま
す

が
、
何

卒
ご

協
力

賜
り

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
 

      
 

F
１
 

上
記

説
明

内
容

に
同

意
し

、
 

ア
ン

ケ
ー

ト
に

協
力

す
る

* 
1

回
答

を
や

め
る

 
2

ア
ン

ケ
ー

ト
へ

の
協

力
に

つ
い

て
 *

  

当
ア

ン
ケ

ー
ト

で
は

ご
自

身
の

健
康

状
態

に
つ

い
て

お
伺

い
す

る
箇

所
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
こ

の
調

査
の

趣
旨

に

ご
同

意
く

だ
さ

る
方

は
、
ご

回
答

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。
回

答
を

し
た

く
な

い
と

判
断

さ
れ

た
場

合
は

お
手

数
で

す

が
、
「回

答
を

や
め

る
」ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
ア

ン
ケ

ー
ト

を
終

了
し

て
く

だ
さ

い
。
 

            

 

F
1
 
必

須
設

定
 
回

答
必

須
 

 
 
 
対

象
外

条
件

 
F

１
＝

「2
．
回

答
を

や
め

る
」
(即

時
回

答
終

了
) 

次
へ

 

84



     

 Q
1

 

あ
な

た
の

性
別

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
男

性
  

2
女

性
 

      Q
2

 

あ
な

た
の

年
齢

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。
該

当
す

る
も

の
1

つ
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

1
 

1
9

歳
以

下
 

2
 

2
0

〜
2

9
歳

 

3
  

3
0

〜
3

9
歳

  

4
 

4
0

〜
4

9
歳

  

5
 

5
0

〜
5

9
歳

 

6
 

6
0

〜
6

9
歳

  

7
  
  
 

7
0

歳
以

上
 

 

      

Q
3

S
Q

1
 

あ
な

た
の

お
住

ま
い

の
地

域
を

お
知

ら
せ

く
だ

さ
い

。
 

  

    

 

対
象

外
条

件
 

 
 

Q
2

＝
「1

.1
9

歳
以

下
」
、
「
7

.7
0

歳
以

上
」
 
（即

時
回

答
終

了
）
 

対
象

外
条

件
 

 
 

Q
3

S
Q

1
≠

「2
2

.静
岡

県
」
 

（即
時

回
答

終
了

） 

Q
1
 
 

必
須

設
定

 
 

回
答

必
須

 

Q
2

 
 

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 

 対
象

外
条

件
 

 
Q

2
＝

「
1
.1

9
歳

以
下

」
、
「7

.7
0

歳
以

上
」 

（
即

時
回

答
終

了
） 

次
へ

 

Q
3

S
Q

1
 

 
必

須
設

定
 

 
 

 
回

答
必

須
 

 
 

 
 

 対
象

外
条

件
 

 
Q

３
S

Q
1
≠

「2
2

.静
岡

県
」
 

 
（
即

時
回

答
終

了
） 

次
へ

 

---
 

次
へ

 

 

 Q
3

S
Q

2
 

あ
な

た
の

お
住

ま
い

の
地

域
を

お
知

ら
せ

く
だ

さ
い

。
 

1
浜

松
市

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9

富
士

宮
市

 

2
磐

田
市

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

0
富

士
市

 

3
掛

川
市

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

1
裾

野
市

 

 
4

袋
井

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 2
2

御
殿

場
市

 

5
湖

西
市

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
2

3
伊

東
市

 

 
  
  

 6
御

前
崎

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

4
伊

豆
市

 

 
7

菊
川

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

5
伊

豆
の

国
市

  

8
森

町
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

6
函

南
町

 

9
静

岡
市

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

7
清

水
町

  
 

 
  
 

1
0

島
田

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

8
長

泉
町

 

1
1

焼
津

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2

9
小

山
町

  
 

1
2

藤
枝

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3

0
下

田
市

 

1
3

牧
之

原
市

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3

1
東

伊
豆

町
 

   
  
1
4

吉
田

町
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3

2
河

津
町

 

1
5

川
根

本
町

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3

3
南

伊
豆

町
  

 
  
1
6

沼
津

市
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3

4
松

崎
町

 

1
7

熱
海

市
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
3

5
西

伊
豆

町
 

1
8

三
島

市
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
3

6
そ

の
他

 

           

Q
3

S
Q

２
 
 
必

須
設

定
 

 
 

 
回

答
必

須
 

次
へ

 

85



   

Q
3

 

あ
な

た
が

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
の

所
在

地
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
浜

松
市

 
2

0
富

士
市

  

2
磐

田
市

 
 

2
1

裾
野

市
 

 
  

3
掛

川
市

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2

2
御

殿
場

市
 

4
袋

井
市

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 2
3

伊
東

市
  

5
湖

西
市

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
  
  
2

4
伊

豆
市

 

  
 
6

御
前

崎
市

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
2

5
伊

豆
の

国
市

 

7
菊

川
市

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 2

6
函

南
町

 

8
森

町
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
 

 2
7

清
水

町
 

9
静

岡
市

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 2

8
長

泉
町

 

1
0

島
田

市
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 2

9
小

山
町

 

1
1

焼
津

市
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 3

0
下

田
市

 

 1
2

藤
枝

市
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
  

 
3

1
東

伊
豆

町
 

 1
3

牧
之

原
市

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3

2
河

津
町

 

  
 
 

1
4

吉
田

町
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
 3

3
南

伊
豆

町
 

 
 

 
1
5

川
根

本
町

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
3

4
松

崎
町

 

 
 

 
1
6

沼
津

市
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
 3

5
西

伊
豆

町
 

 1
7

熱
海

市
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
 3

6
そ

の
他

 

1
8

三
島

市
 

  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
3

7
現

在
は

働
い

て
い

な
い

 

1
9

富
士

宮
市

 

             

Q
3

 
 

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ

 

 

 Q
4

 

あ
な

た
が

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
の

業
種

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
農

業
、
林

業
 

2
漁

業
 

3
鉱

業
、
採

石
業

、
砂

利
採

取
業

 

4
建

設
業

  

5
製

造
業

 

6
電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

業
 

7
情

報
通

信
業

 

8
運

輸
業

、
郵

便
業

 

9
卸

売
業

、
小

売
業

 

1
0

金
融

業
、
保

険
業

 

1
1

不
動

産
業

、
物

品
賃

貸
業

 

1
2

学
術

研
究

、
専

門
・技

術
サ

ー
ビ

ス
業

 

1
3

宿
泊

業
、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

 

1
4

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
、
娯

楽
業

 

1
5

教
育

、
学

習
支

援
業

 

1
6

医
療

、
福

祉
 

1
7

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 

1
8

サ
ー

ビ
ス

業
(上

記
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

)※
1
 

1
9

公
務

 

  

※
1
 サ

ー
ビ

ス
業

(上
記

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
)の

例
 

・廃
棄

物
処

理
業

 

・自
動

車
整

備
業

 

・機
械

等
修

理
業

 

・職
業

紹
介

・労
働

者
派

遣
業

 

・政
治

・経
済

・文
化

団
体

 

・宗
教

 

・建
物

維
持

管
理

業
 

・警
備

業
 等

 

          

Q
4

 
 
必

須
設

定
 
 
 

 
回

答
必

須
 

 
 
 
 
 回

答
者

条
件

 
 

 
Q

3
＝

「1
．
浜

松
市

」
～

「
3

6
.」

 

次
へ

 

86



 

 Q
5

 

あ
な

た
の

就
業

形
態

(雇
用

形
態

)に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
常

時
使

用
さ

れ
る

労
働

者
 

(正
社

員
・契

約
社

員
・短

時
間

正
社

員
・常

時
使

用
さ

れ
る

短
時

間
労

働
者

※
2

等
) 

2
短

時
間

労
働

者
 

(パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
・ア

ル
バ

イ
ト

・嘱
託

・臨
時

社
員

・
契

約
社

員
・
日

雇
労

働
者

等
) 

3
派

遣
労

働
者

 

4
そ

の
他

 

 

※
 2

 常
時

使
用

さ
れ

る
短

時
間

労
働

者
次

の
い

ず
れ

の
要

件
も

満
た

す
者

 

(1
)期

間
の

定
め

の
な

い
契

約
に

よ
り

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

。
期

間
の

定
め

の
あ

る
契

約
に

よ
り

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

の
場

合
、
1

年
以

上
雇

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
又

は
更

新
に

よ
り

1
年

以
上

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

。
 

(2
)あ

な
た

の
1

週
間

の
労

働
時

間
数

が
、
お

勤
め

の
事

業
所

に
お

い
て

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

通
常

の
労

働
者

の
1

週
間

の
所

定
労

働
時

間
数

の
4

分
の

3
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

        

 Q
6

 

あ
な

た
の

勤
務

形
態

は
、
深

夜
業

※
3

を
含

む
交

代
制

の
勤

務
が

あ
り

ま
す

か
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
日

勤
の

み
の

勤
務

(深
夜

業
を

含
む

交
代

制
勤

務
な

し
) 

2
深

夜
業

を
含

む
2

交
代

制
 

3
深

夜
業

を
含

む
3

交
代

制
 

4
深

夜
業

の
み

の
勤

務
 

 

 ※
3

 深
夜

業
 

午
後

1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

勤
務

、
ま

た
、
こ

の
時

間
に

か
か

る
勤

 

  

Q
5

 
 

必
須

設
定

 
 
 

 
回

答
必

須
 

 
 

 
 

 回
答

者
条

件
 

 
 

Q
3

＝
「1

．
浜

松
市

」～
「
3

6
.」

 

次
へ

 

Q
６

 
 

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 
 回

答
者

条
件

 
 

 
Q

3
＝

「1
．
浜

松
市

」
～

「
3

6
.」

 

次
へ

 

 
  

 Q
7

 

あ
な

た
が

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
の

常
時

使
用

さ
れ

る
労

働
者

(正
社

員
・契

約
社

員
・短

時
間

正
社

員
・常

時
使

用
さ

れ

る
短

時
間

労
働

者
※

2
等

)の
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
 

4
人

以
下

 

2
 

5
〜

9
人

 

3
 

1
0

〜
4

9
人

 

4
 

5
0

人
以

上
 

 ※
 2

 常
時

使
用

さ
れ

る
短

時
間

労
働

者
次

の
い

ず
れ

の
要

件
も

満
た

す
者

 

(1
)期

間
の

定
め

の
な

い
契

約
に

よ
り

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

。
期

間
の

定
め

の
あ

る
契

約
に

よ
り

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

の

場
合

、
1

年
以

上
雇

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
又

は
更

新
に

よ
り

1
年

以
上

雇
用

さ
れ

て
い

る
方

。
 

(2
)あ

な
た

の
1

週
間

の
労

働
時

間
数

が
、
お

勤
め

の
事

業
所

に
お

い
て

同
種

の
業

務
に

従
事

す
る

通
常

の
労

働
者

の

1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

数
の

4
分

の
3

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

 

                            

Q
7

 
 
必

須
設

定
 
 

 
 
回

答
必

須
 

 
 
 
 
 回

答
者

条
件

 
 

 
Q

3
＝

「1
．
浜

松
市

」
～

「3
6

.」
 

送
信

 

87



 

 

  

Q
8

 

あ
な

た
が

加
入

す
る

公
的

医
療

保
険

(健
康

保
険

)に
つ

い
て

、
該

当
す

る
も

の
1

つ
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

全
国

健
康

保
険

協
会

(協
会

け
ん

ぽ
) 

1

健
康

保
険

組
合

 
2

共
済

組
合

 
3

国
民

健
康

保
険

 
4

そ
の

他
 (

加
入

保
険

者
名

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

) 
5  

 Q
9

 

あ
な

た
は

こ
の

1
年

間
(令

和
６

年
３

月
１
日

か
ら

令
和

７
年

２
月

2
8

日
ま

で
に

)健
康

診
断

(事
業

所
が

実
施

す
る

定
期

健
康

診
断

、
ま

た
は

公
的

医
療

保
険

者
(健

康
保

険
者

)が
実

施
す

る
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
))

を
受

け
ま

し
た

か
。
該

当
す

る
も

の
1

つ
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

受
け

た
 

1

受
け

て
い

な
い

 
2

 

  

   

Q
9

_1
 

あ
な

た
が

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)を

受
け

て
い

な
い

理
由

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
（い

く
つ

で
も

） 

多
忙

だ
っ

た
 

1
 

事
業

所
や

公
的

医
療

保
険

者
(健

康
保

険
者

)が
実

施
す

る
以

外
の

と
こ

ろ
で

健
康

診
断

を
受

け
た

 
2

面
倒

だ
っ

た
 

3

病
気

が
見

つ
か

る
の

が
不

安
だ

っ
た

 
4

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)の

結
果

を
勤

務
先

に
知

ら
れ

る
の

が
嫌

だ
っ

た
 

5

持
病

が
あ

り
、
治

療
中

の
た

め
受

け
な

か
っ

た
 

6

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)の

た
め

に
仕

事
を

休
む

等
が

で
き

な
か

っ
た

 
7

(休
め

な
い

環
境

や
状

況
で

あ
っ

た
) 

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)が

提
供

さ
れ

て
い

る
の

か
わ

か
ら

な
い

 
8

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)に

お
金

を
払

い
た

く
な

い
 

9

そ
の

他
 (

具
体

的
に

ご
記

載
く

だ
さ

い
 

 )
 

1
0   

 

Q
8

 
必

須
設

定
 

回
答

必
須

 

－
カ

テ
ゴ

リ
5

.そ
の

他
 

－
カ

テ
ゴ

リ
5

.そ
の

他
の

詳
細

入
力

1
 

必
須

設
定

 
回

答
必

須
 

 
入

力
文

字
数

 
1
0

0
文

字
ま

で
 

Q
９

 
必

須
設

定
 

回
答

必
須

 

Q
９

_1
 

回
答

者
条

件
 

Q
9

＝
「
2

．
受

け
て

い
な

い
」
 

 
 

 
 
 

－
カ

テ
ゴ

リ
1
0

.そ
の

他
 

 
 

 
 
 

－
カ

テ
ゴ

リ
1
0

.そ
の

他
 

の
詳

細
入

力
1
 

 
 

 
 
  

 
必

須
設

定
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 
  

 
入

力
文

字
数

 
1
0

0
文

字
ま

で
 

 
 

  

Q
9

_2
 

あ
な

た
が

定
期

健
康

診
断

や
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)を

受
け

た
結

果
で

「要
観

察
」や

「要
医

療
」、

「要
精

密
検

査
」等

の
初

見
が

み
ら

れ
た

項
目

が
あ

り
ま

し
た

か
。
該

当
す

る
も

の
1

つ
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
あ

っ
た

 

2
な

か
っ

た
 

3
検

査
結

果
の

通
知

が
な

か
っ

た
の

で
わ

か
ら

な
い

 

4
検

査
結

果
の

通
知

は
あ

っ
た

が
、
よ

く
わ

か
ら

な
い

(覚
え

て
い

な
い

) 

5
結

果
の

通
知

は
あ

っ
た

が
、
見

て
い

な
い

 

 

   

 

 

Q
9

_3
 

所
見

が
あ

っ
た

内
容

に
つ

い
て

、
あ

な
た

は
再

検
査

や
治

療
な

ど
を

受
け

る
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

ま
し

た
か

。

該
当

す
る

も
の

1
つ

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

1
事

業
所

か
ら

受
診

を
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
て

て
受

診
し

た
 

2
事

業
所

か
ら

受
診

を
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
な

か
っ

た
が

受
診

し
た

  

3
事

業
所

か
ら

受
診

を
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
た

が
受

診
し

な
か

っ
た

 

4
事

業
所

か
ら

受
診

す
る

よ
う

に
言

わ
れ

な
か

っ
た

し
、
受

診
も

し
な

か
っ

た
 

              

次
へ

 

Q
９

_3
  

 必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 
 
回

答
者

条
件

 
 

Q
９

_２
＝

「１
.あ

っ
た

」
 

Q
９

_2
 
 
必

須
設

定
 
 

回
答

必
須

 

回
答

者
条

件
 
Q

9
＝

「
1
．
受

け
た

」
 

次
へ

 

88



 

  

  

Q
9

_4
 

あ
な

た
が

受
診

を
し

な
か

っ
た

理
由

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
(い

く
つ

で

も
)。

 

1
多

忙
だ

っ
た

 

2
自

覚
症

状
が

な
か

っ
た

の
で

受
診

し
な

か
っ

た
 

3
面

倒
だ

っ
た

 

病
気

が
見

つ
か

る
の

が
不

安
だ

っ
た

 
4 5

持
病

が
あ

り
、
治

療
中

の
医

療
機

関
で

相
談

し
た

の
で

受
診

し
な

か
っ

た
 

医
師

に
相

談
し

、
特

に
問

題
な

い
と
言

わ
れ

た
 

6 7
受

診
の

た
め

に
仕

事
を

休
む

等
が

で
き

な
か

っ
た

(休
め

な
い

環
境

や
状

況
で

あ
っ

た
) 

8
受

診
の

費
用

が
工

面
で

き
な

か
っ

た
 

そ
の

他
 (

具
体

的
に

ご
記

載
く

だ
さ

い
 

 )
 

 
9

  

 Q
1

0
 

あ
な

た
は

こ
の

1
年

間
(令

和
6

年
3

月
1

日
か

ら
令

和
7

年
2

月
2

8
日

ま
で

)に
が

ん
検

診
を

受
け

ま
し

た
か

。

該
当

す
る

も
の

1
つ

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

1
受

け
た

 

2
受

け
て

い
な

い
 

                  

Q
９

_４
 

 
 必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

回
答

者
条

件
 

 Q
9

_3
＝

「3
.事

業
所

か
ら

受
診

を
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
た

が
受

診
し

な
か

っ
た

」
、
「
4

.事
業

所
か

ら
受

診
す

る
よ

う
に

言
わ

れ
な

か
っ

た
し

、
受

診
も

し
な

か
っ

た
」
 

 
 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

9
.そ

の
他

 

 
 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

9
.そ

の
他

 
の

詳
細

入
力

1
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 入

力
文

字
数

 
 

1
0

0
文

字
ま

で
 

 

Q
1
0

  
 必

須
設

定
 
 

 
 
回

答
必

須
 

 
      Q

1
0

_１
 

あ
な

た
が

が
ん

検
診

を
受

け
て

い
な

い
理

由
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
（い

く
つ

で
も

） 

1
 

多
忙

だ
っ

た
 

2 
面

倒
だ

っ
た

 

3
 

病
気

が
見

つ
か

る
の

が
不

安
だ

っ
た

 

4
 

が
ん

検
診

の
結

果
が

勤
務

先
や

市
町

、
検

診
を

実
施

し
た

部
署

な
ど

に
知

ら
れ

る
の

が
嫌

だ
っ

た
 

5
持

病
が

あ
り

、
治

療
中

の
た

め
受

け
な

か
っ

た
 

6
 

が
ん

検
診

の
た

め
に

仕
事

を
休

む
等

が
で

き
な

か
っ

た
(休

め
な

い
環

境
や

状
況

で
あ

っ
た

) 

7 
自

分
が

が
ん

検
診

の
対

象
か

ど
う

か
か

わ
か

ら
な

い
 

8
 

が
ん

検
診

に
お

金
を

払
い

た
く

な
い

 

9
 

が
ん

検
診

を
ど

こ
で

受
け

ら
れ

る
の

か
知

ら
な

い
 

1
0

 
こ

の
1

年
は

受
け

て
い

な
い

が
、
過

去
に

受
け

た
こ

と
が

あ
る

 

1
1

そ
の

他
 (

具
体

的
に

ご
記

載
く

だ
さ

い
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
) 

       

Q
1

0
_2

 

あ
な

た
が

受
け

た
が

ん
検

診
は

次
の

う
ち

の
ど

れ
で

す
か

?
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
事

業
所

の
が

ん
検

診
 

2
市

町
の

が
ん

検
診

 

3
人

間
ド

ッ
ク

や
自

分
で

受
け

た
が

ん
検

診
（事

業
所

と
市

町
の

が
ん

検
診

以
外

） 

            

Q
1
0

_1
  

 必
須

設
定

 
 

 
 
回

答
必

須
 

 
 
 
 
 
 
 
回

答
者

条
件

 
 

Q
1
0

＝
「
2

.受
け

て
い

な
い

」
 

 
 
 
 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
1
.そ

の
他

 

 
 
 
 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
1
.そ

の
他

 の
詳

細
入

力
１
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
必

須
設

定
 

 
 

 
回

答
必

須
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
入

力
文

字
数

 
 

1
0

0
文

字
ま

で
 

次
へ

 

Q
1
0

_2
  

 回
答

者
条

件
 

 
Q

1
0

＝
「1

.受
け

た
」
 

次
へ
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 Q
1

0
_3

 

あ
な

た
が

が
ん

検
診

を
受

け
た

結
果

で
「要

観
察

」や
「要

医
療

」、
「要

精
密

検
査

」等
の

所
見

が
み

ら
れ

た
項
目

が
あ

り

ま
し

た
か

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
あ

っ
た

 

2
な

か
っ

た
 

3
検

査
結

果
の

通
知

が
な

か
っ

た
の

で
わ

か
ら

な
い

 

4
検

査
結

果
の

通
知

は
あ

っ
た

が
、
よ

く
わ

か
ら

な
い

(覚
え

て
い

な
い

) 

5
結

果
の

通
知

は
あ

っ
た

が
、
見

て
い

な
い

 

 

     

 

Q
1

0
_4

 

所
見

が
あ

っ
た

内
容

に
つ

い
て

、
あ

な
た

は
再

検
査

や
治

療
な

ど
を

受
け

る
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

ま
し

た
か

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
受

診
し

た
 

2
今

後
1
〜

2
ヶ

月
以

内
に

受
診

す
る

予
定

 

3
受

診
し

な
か

っ
た

(今
後

1
〜

2
ヶ

月
以

内
に

受
診

の
予

定
も

な
い

) 

    

                

Q
1
0

_3
  

 回
答

者
条

件
 

 
Q

1
0

＝
「
1
.受

け
た

」 

次
へ

 

Q
1
0

_4
  

 回
答

者
条

件
 

 
Q

1
0

_３
＝

「1
.あ

っ
た

」
 

次
へ

 

 
    

 

Q
1

0
_5

 

あ
な

た
が

受
診

を
し

な
か

っ
た

理
由

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
（い

く
つ

で
も

） 

1
多

忙
だ

っ
た

 

2
自

覚
症

状
が

な
か

っ
た

の
で

受
診

し
な

か
っ

た
 

3
面

倒
だ

っ
た

 

4
病

気
が

見
つ

か
る

の
が

不
安

だ
っ

た
 

5
持

病
が

あ
り

、
治

療
中

の
医

療
機

関
で

相
談

し
た

の
で

受
診

し
な

か
っ

た
 

6
医

師
に

相
談

し
、
特

に
問

題
な

い
と

言
わ

れ
た

 

7
受

診
の

た
め

に
仕

事
を

休
む

等
が

で
き

な
か

っ
た

(休
め

な
い

環
境

や
状

況
で

あ
っ

た
) 

8
受

診
の

費
用

が
工

面
で

き
な

か
っ

た
 

 
9

 
 
 

そ
の

他
 (

具
体

的
に

ご
記

載
く

だ
さ

い
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
) 

       

Q
1

1
 

あ
な

た
は

定
期

的
な

血
圧

測
定

を
し

て
い

ま
す

か
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

１
ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
 

2
週

に
3

〜
5

回
測

定
し

て
い

る
 

3
週

に
1
〜

2
回

測
定

し
て

い
る

 

4
不

定
期

に
測

定
し

て
い

る
 

5
測

定
し

て
い

な
い

 

 

        

Q
1
0

_5
  

 回
答

者
条

件
 

 
Q

1
0

_4
＝

「
3

.受
診

し
な

か
っ

た
(今

後
1
～

2
か

月
以

内
に

受
診

の
予

定
も

な
い

) 

－
カ

テ
ゴ

リ
9

.そ
の

他
 

－
カ

テ
ゴ

リ
9

.そ
の

他
 
の

詳
細

入
力

 1
 

必
須

設
定

 
 

 
回

答
必

須
 

入
力

文
字

数
 

1
0

0
文

字
ま

で
 

次
へ

 

Q
1
1
  

 必
須

設
定

 
 

回
答

必
須

 

次
へ

 

90



  

 Q
1

1
_1

 

あ
な

た
は

、
以

下
の

A
か

ら
D

の
場

所
で

、
ど

の
く

ら
い

の
頻

度
で

血
圧

を
測

定
し

ま
す

か
。
 

そ
れ

ぞ
れ

の
場

所
に

つ
い

て
該

当
す

る
も

の
1

つ
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

A
〜

D
以

外
の

場
所

で
測

定
し

て
い

る
場

合
は

、
E

に
場

所
を

記
載

し
、
頻

度
を

1
つ

選
ん

で
く

だ
さ

い
。
 

     

A
 

自
宅

 

1
 

 
 
 

ほ
ぼ

毎
日

測
定

 

2
  
  

 
 

週
3

〜
5

回
 

3
 
 

 
 

週
1
～

2
回

 

4
 
 

 
 

月
2

〜
3

回
 

5
 
 

 
 

月
1

回
 

6
 
 

 
 

年
1

回
 

7
 
 

 
 

測
っ

て
い

な
い

 

8
 
 

 
 

自
宅

に
血

圧
計

が
な

い
 

         

B
 

職
場

(お
勤

め
先

の
事

業
所

) 

1
 
 

 
 ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

2
 
 
 

 週
3

〜
5

回
 

3
  
  
  
 週

1
〜

2
回

 

4
  
  
  
 月

2
〜

3
回

 

5
  
  
  
 月

1
回

 

6
  
  
  
 年

1
回

 

7
  
  
  
 測

っ
て

い
な

い
 

8
  
  

  
 職

場
に

血
圧

計
が

な
い

、
職

場
に

血
圧

計
が

あ
る

か
知

ら
な

い
 

 

G
ro

u
p

  
 回

答
者

条
件

 
 

Q
1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
～

「4
.不

定
期

に
測

定
し

て
い

る
」 

 

A
 

 
 

必
須

設
定

 
 

 
回

答
必

須
 

 
 

 
 

－
カ

テ
ゴ

リ
1
．
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

 
 

 
 

 
 

回
答

条
件

 
 

Q
1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
 

 
 

 
 

－
カ

テ
ゴ

リ
2

.週
3

～
5

回
 

 
 

 
 

 
 

回
答

条
件

 
 

Q
1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
,「

2
.週

に
3

～
5

回
測

定
し

て
い

る
」 

 
 

 
 

―
カ

テ
ゴ

リ
3

.週
1
～

2
回

 

 
 

 
 

 
 

回
答

条
件

 
 

Q
1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
～

「
3

.週
に

1
～

2
回

測
定

し
て

い
る

」 

B
 

 
 

必
須

設
定

 
 
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
．
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

 
 

 
 
 

 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
 

 
 

 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

2
.週

3
～

5
回

 

 
 

 
 
 

 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
,「

2
.週

に
3

～
5

回
測

定
し

て
い

る
」 

 
 

 
 
―

カ
テ

ゴ
リ

3
.週

1
～

2
回

 

 
 

 
 
 

 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
～

「
3

.週
に

1
～

2
回

測
定

し
て

い
る

」 

 
 

      

 C
 

公
共

施
設

、
薬

局
(ド

ラ
ッ

グ
ス

ト
ア

) 

1
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

2
週

3
〜

5
回

  

3
週

1
〜

2
回

 

4
月

2
〜

3
回

 

5
月

1
回

 

6
年

１
回

 

7
測

っ
て

い
な

い
 

8
行

っ
て

い
な

い
、
行

っ
た

施
設

や
店

舗
に

は
血

圧
計

が
な

い
 

        

 D
 

定
期

的
に

受
診

し
て

い
る

医
療

機
関

 

1
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

2
週

3
〜

5
回

  

3
週

1
〜

2
回

 

4
月

2
〜

3
回

 

5
月

１
回

 

6
年

1
回

 

7
測

っ
て

い
な

い
 

8
定

期
的

に
受

診
を

し
て

い
な

い
 

 

         

C
 
 
 
必

須
設

定
 
 
 

回
答

必
須

 

 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
．
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
 

 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

2
.週

3
～

5
回

 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
,「

2
.週

に
3

～
5

回
測

定
し

て
い

る
」 

 
 
 
 
―

カ
テ

ゴ
リ

3
.週

1
～

2
回

 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
～

「
3

.週
に

1
～

2
回

測
定

し
て

い
る

」 

D
 
 
 
必

須
設

定
 
 
 
回

答
必

須
 

 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
．
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
 

 
 
 
 
－

カ
テ

ゴ
リ

2
.週

3
～

5
回

 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
,「

2
.週

に
3

～
5

回
測

定
し

て
い

る
」 

 
 
 
 
―

カ
テ

ゴ
リ

3
.週

1
～

2
回

 

 
 
 
 
 
 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
～

「
3

.週
に

1
～

2
回

測
定

し
て

い
る

」 
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 E
 

上
記

以
外

の
場

所
 

1
  

 
 

 ほ
ぼ

毎
日

測
定

  
 

 
測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

2
 
 
 

 
週

3
〜

5
回

  
  
 

 
測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

3
 
 
 

 
週

1
〜

2
回

  
  

  
  
 測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

4
 
 
 

 
月

2
〜

3
回

 
 
 

  
測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

5
 
 
 

 
月

1
回

 
 
 

 
 

 
  
測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

6
 
 
 

 
年

1
回

 
 
 

 
 

 
  
測

定
し

て
い

る
場

所
 :
  

7
 
 
 

 
測

っ
て

い
な

い
 

   

E
 
 

 
必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
．
ほ

ぼ
毎

日
測

定
 

 
 
 

 
 

 
回

答
条

件
 

 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」
 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
 の

詳
細

入
力

１
 

 
 
 

 
 

 
必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 
 

 
 

 
入

力
文

字
数

 
１
０

０
文

字
ま

で
 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

2
.週

３
～

５
回

 

回
答

条
件

 
 
Q

1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」,

「2
.週

に
3

～
5

回
測

定
し

て
い

る
」 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

２
．
週

３
～

５
回

 の
詳

細
入

力
１
 

必
須

設
定

 
 
 

回
答

必
須

 

 
 
 

 
 

 
入

力
文

字
数

 
１
０

０
文

字
ま

で
 

 
 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

3
.週

1
～

2
回

 

 
 

 
 

回
答

条
件

 
 

Q
1
1
＝

「
1
.ほ

ぼ
毎

日
測

定
し

て
い

る
」～

「
3

.週
に

1
～

2
回

測
定

し
て

い
る

」 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
3

.週
1
～

2
回

の
詳

細
入

力
1
 

 
 

 
 

必
須

設
定

 
 

 
回

答
必

須
 

  
  

  
  

入
力

文
字

数
 
1
0

0
文

字
ま

で
 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
4

.月
2

～
3

回
 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
4

.月
2

～
3

回
 の

詳
細

入
力

1
 

 
 

 
 

必
須

設
定

 
 

 
回

答
必

須
 

 
 

 
 

入
力

文
字

数
 
1
0

0
文

字
ま

で
 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
5

.月
１
回

 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
5

.月
１
回

 の
詳

細
入

力
１
 

 
 

 
 

必
須

設
定

 
 

 
回

答
必

須
 

 
 

 
 

入
力

文
字

数
 
 

１
０

０
文

字
ま

で
 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
６

．
年

１
回

 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
６

．
年

１
回

 の
詳

細
入

力
１
 

 
 

 
 

必
須

設
定

 
 

  
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 

入
力

文
字

数
 
 

1
0

0
文

字
ま

で
 

 
 

 －
カ

テ
ゴ

リ
7

．
測

っ
て

い
な

い
 

 
 

  
 

回
答

者
条

件
 

 
(Q

1
1
A

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」
 )

 ま
た

は
 (

 Q
1
1
B

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 

年
1

回
」
 )

 ま
た

は
 (

 Q
1
1
C

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」 
) 

ま
た

は
 (

 Q
1
1
D

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」
 )

 

 
 

 
 

 
回

答
制

限
 

 
 

 
(Q

1
1
A

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」 
) 

ま
た

は
 (

 Q
1
1
B

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 

年
1

回
」
 )

 ま
た

は
 (

 Q
1
1
C

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」 
) 

ま
た

は
( 

Q
1
1
D

 =
 「

1
. 
ほ

ぼ
毎

日
測

定
」
 ～

 「
6

. 
年

1
回

」
 )

 
に

該
当

し
な

い
場

合
は

ア
ラ

ー
ト

を
表

示
 

次
へ

 

  

 Q
1

2
 

あ
な

た
は

た
ば

こ
(加

熱
式

た
ば

こ
を

含
む

)を
吸

い
ま

す
か

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
吸

う
 

2
吸

わ
な

い
 

3
吸

っ
て

い
た

が
や

め
た

 

 

       

Q
1

3
 

あ
な

た
は

職
場

(お
勤

め
先

の
事

業
所

)で
他

の
人

の
た

ば
こ

の
煙

を
吸

入
す

る
こ

と
(受

動
喫

煙
)が

あ
り

ま
す

か
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
ほ

と
ん

ど
毎

日
あ

る
 

2
と

き
ど

き
あ

る
 

3
な

い
 

        

 Q
1

4
 

あ
な

た
が

食
事

を
か

ん
で

食
べ

る
時

の
状

態
は

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
何

で
も

か
ん

で
食

べ
る

こ
と

が
で

き
る

 

2
歯

や
歯

ぐ
き

、
か

み
あ

わ
せ

な
ど

気
に

な
る

部
分

が
あ

り
、
か

み
に

く
い

こ
と

が
あ

る
 

3
ほ

と
ん

ど
か

め
な

い
 

        

Q
1
2

  
  

 必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ

 

Q
1
3

  
  

 必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ

 

Q
1
4

  
  

 必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ
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Q
1

5
 

あ
な

た
は

過
去

1
年

以
内

に
歯

科
医

院
を

受
診

し
ま

し
た

か
?

 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
症

状
が

あ
る

た
め

受
診

し
た

 

2
症

状
は

な
い

が
受

診
し

た
(定

期
健

診
) 

3
症

状
が

あ
る

が
受

診
し

て
い

な
い

 

4
症

状
が

な
い

の
で

受
診

し
て

い
な

い
 

        

Q
1

6
 

あ
な

た
の

現
在

の
健

康
状

態
は

い
か

が
で

す
か

。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
非

常
に

健
康

で
あ

る
 

2
ま

あ
健

康
で

あ
る

 

3
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

 

4
や

や
不

調
で

あ
る

 

5
非

常
に

不
調

で
あ

る
 

                    Q
1
5

  
  

 必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

Q
1
6

  
  

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ

 

次
へ

 

 
 Q

1
7

 

あ
な

た
の

以
下

の
A

か
ら

E
ま

で
の

項
目

の
状

況
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

そ
れ

ぞ
れ

の
項

目
の

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

   

 A
 

血
圧

に
つ

い
て

 

1
正

常
範

囲
で

あ
る

 

2
正

常
範

囲
で

は
な

い
が

医
療

機
関

は
受

診
し

て
い

な
い

 

3
治

療
や

経
過

観
察

の
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

て
い

る
 

4
以

前
受

診
し

て
い

た
が

現
在

は
受

診
し

て
い

な
い

 

5
正

常
範

囲
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

  

 B
 

血
糖

値
に

つ
い

て
 

1
正

常
範

囲
で

あ
る

 

2
正

常
範

囲
で

は
な

い
が

医
療

機
関

は
受

診
し

て
い

な
い

 

3
治

療
や

経
過

観
察

の
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

て
い

る
 

4
以

前
受

診
し

て
い

た
が

現
在

は
受

診
し

て
い

な
い

 

5
正

常
範

囲
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

   

 C
 

脂
質

異
常

に
つ

い
て

(コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
・
中

性
脂

肪
) 

 
1
 
  

  
  
 正

常
範

囲
で

あ
る

 

2
正

常
範

囲
で

は
な

い
が

医
療

機
関

は
受

診
し

て
い

な
い

 

3
治

療
や

経
過

観
察

の
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

て
い

る
 

4
以

前
受

診
し

て
い

た
が

現
在

は
受

診
し

て
い

な
い

 

5
正

常
範

囲
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

        

A
 
 
  
  

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

B
 
 
  

  
必

須
設

定
 
 

 
 

回
答

必
須

 

C
 
 
  
  

必
須

設
定

 
 

 
 

回
答

必
須

 

93



 

 D
 

肝
機

能
に

つ
い

て
 

1
正

常
範

囲
で

あ
る

 

2
正

常
範

囲
で

は
な

い
が

医
療

機
関

は
受

診
し

て
い

な
い

 

3
治

療
や

経
過

観
察

の
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

て
い

る
 

4
以

前
受

診
し

て
い

た
が

現
在

は
受

診
し

て
い

な
い

 

5
正

常
範

囲
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

   

E
 

腎
機

能
に

つ
い

て
 

1
正

常
範

囲
で

あ
る

 

2
正

常
範

囲
で

は
な

い
が

医
療

機
関

は
受

診
し

て
い

な
い

 

3
治

療
や

経
過

観
察

の
た

め
に

医
療

機
関

を
受

診
し

て
い

る
 

4
以

前
受

診
し

て
い

た
が

現
在

は
受

診
し

て
い

な
い

 

5
正

常
範

囲
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

  

  

 

               

D
 

 
  

  
必

須
設

定
 

 
 

 
回

答
必

須
 

E
 

 
  

  
必

須
設

定
 

 
 

 
回

答
必

須
 

次
へ

 

   

 Q
1
8

 

あ
な

た
は

、
現

在
の

仕
事

や
職

業
生

活
に

関
す

る
こ

と
で

強
い

不
安

、
悩

み
、
ス

ト
レ

ス
と

な
っ

て
い

る
と

感
じ

る
事

柄

が
あ

り
ま

す
か

。
 

該
当

す
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

も
の

が
な

い
場

合
は

、
「強

い
ス

ト
レ

ス
と

感
じ

る
事

柄
が

な
い

」を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

（い
く

つ
で

も
） 

1
仕

事
の

量
  

2
仕

事
の

質
 

3
対

人
関

係
(セ

ク
ハ

ラ
・パ

ワ
ハ

ラ
を

含
む

) 

4
役

割
・地

位
の

変
化

等
（昇

進
・昇

格
、
配

置
転

換
等

） 

5
仕

事
の

失
敗

、
責

任
の

発
生

等
 

6
顧

客
、
取

引
先

等
か

ら
の

ク
レ

ー
ム

 

7
事

故
や

災
害

の
体

験
 

8
雇

用
の

安
定

性
 

9
会

社
の

将
来

性
 

1
0

そ
の

他
の

事
柄

 

1
1

強
い

ス
ト

レ
ス

と
感

じ
る

事
柄

が
な

い
 

  

      

 Q
1

9
 

あ
な

た
が

お
勤

め
の

事
業

所
は

、
「健

康
経

営
」R

※
4

、
*に

取
り

組
ん

で
い

る
と

思
い

ま
す

か
。
 

該
当

す
る

も
の

1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
 

1
取

り
組

ん
で

い
る

と
思

う
 

2
取

り
組

ん
で

い
る

と
思

わ
な

い
 

3
わ

か
ら

な
い

 

 

※
4

 健
康

経
営

従
業

者
等

の
健

康
管

理
を

経
営

的
な

視
点

で
考

え
、
戦

略
的

に
実

践
す

る
こ

と
で

す
。
従

業
者

等
へ

の
健

康

投
資

を
行

う
こ

と
で

、
従

業
者

の
活
力

向
上

や
組

織
の

活
性

化
、
ひ

い
て

は
業

績
の

向
上

に
つ

な
が

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

ま
す

。
 

*健
康

経
営

R
は

、
N

P
O

法
人

健
康

経
営

研
究

会
の

登
録

商
標

で
す

。
 

 

Q
1
8

  
  

  
必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

 
 
 
 
 
 
 
回

答
制

限
 

 
 

排
他

カ
テ

ゴ
リ

「1
1
.強

い
ス

ト
レ

ス
と

感
じ

る
事

柄
が

な
い

」
に

該
当

し
な

い
場

合
は

ア
ラ

ー
ト

表
示

 

次
へ

 

Q
1
9

  
  

  
必

須
設

定
 

 
 

回
答

必
須

 

次
へ
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 Q
2

0
 

あ
な

た
が
自

分
の

健
康

管
理

の
た

め
に

、
お

勤
め

の
事

業
所

に
ど

の
よ

う
な

こ
と

を
期

待
し

て
い

ま
す

か
。
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
（い

く
つ

で
も

） 

1
健

康
診

断
の

結
果

に
応

じ
た

保
健

指
導

の
実

施
 

2
が

ん
検

診
や

人
間

ド
ッ

ク
の

受
診

費
用

の
負

担
軽

減
 

3
事

業
所

で
の

歯
科

検
診

の
定

期
的

な
実

施
 

4
健

診
(検

診
)や

医
療

機
関

へ
の

受
診

の
た

め
に

休
み

が
取

り
や

す
い

環
境

 

5
健

康
管

理
の

た
め

の
情

報
の

提
供

や
職

場
内

外
に

お
け

る
教

育
研

修
 

6
休

養
施

設
・ス

ポ
ー

ツ
施

設
の

整
備

、
利

用
の

拡
充

 

7
体

重
計

や
血

圧
計

の
設

置
な

ど
、
事

業
所

内
の

健
康

関
連

設
備

の
拡

充
 

8
休

養
室

(休
憩

室
)の

設
置

 

9
施

設
・設

備
等

の
職

場
環

境
の

改
善

 

1
0

健
康

管
理

に
つ

い
て

相
談

で
き

る
体

制
の

整
備

 

1
1

悩
み

事
に

つ
い

て
相

談
で

き
る

体
制

の
整

備
 

1
2

受
動

喫
煙

の
防

止
に

関
す

る
取

組
 

1
3

配
置

転
換

等
の

配
慮

 

1
4

超
過

勤
務

時
間

の
短

縮
 

1
5

有
給

休
暇

な
ど

、
休

み
が

と
り

や
す

い
 

そ
の

他
 (

具
体

的
に

ご
記

載
く

だ
さ

い
 

 )
 

1
6

1
7

特
に

期
待

す
る

こ
と

は
な

い

Q
2

0
  

  
  

必
須

設
定

 
 
 

回
答

必
須

 

 
 

 
 

 
 

 
回

答
制

限
 

 
 

排
他

カ
テ

ゴ
リ

「1
7

.特
に

期
待

す
る

こ
と

は
な

い
」に

該
当

し
な

い
場

合
は

ア
ラ

ー
ト

を
表

示
 

 
 

 
 

 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
6

．
そ

の
他

 

 
 

 
 

 
 

 
－

カ
テ

ゴ
リ

1
6

.そ
の

他
 の

詳
細

入
力

 1
 

 
 

 
 

 
 

 
必

須
設

定
 

 
 

 回
答

必
須

 

 
 

 
 

 
 

 
入

力
文

字
数

 
 

1
0

0
文

字
ま

で
 

送
信

 

95



研究組織 
 

代表研究機関 静岡社会健康医学大学院大学 

研究代表 者 八田 太一 (静岡社会健康医学大学院大学・講師) 

共同研究 者 山本 精一郎(静岡社会健康医学大学院大学・教授) 

       天笠 崇  (静岡社会健康医学大学院大学・准教授） 

       藤浪 正子 (静岡県健康福祉部健康局健康政策課・専門主査) 

共同研究機関 静岡県富士健康福祉センター医療健康課 

連 携 機 関 静岡県健康福祉部健康局健康政策課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所における健康づくりに関する調査 報告書 

 

令和７年８月発行 


